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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々を識別可能な複数種類の識別情報を可変表示可能な可変表示手段を備え、あらかじ
め定められている可変表示の実行条件が成立した後、可変表示の開始条件の成立にもとづ
いて識別情報の可変表示を開始し、
　識別情報の可変表示の表示結果が特定の表示結果となったときに遊技者にとって有利な
特定遊技状態に移行させ、
　特定移行条件の成立により、識別情報の可変表示の表示結果を前記特定の表示結果とす
る確率を、前記特定移行条件の成立する以前に比べて向上させた状態である特定有利状態
に移行させる遊技機であって、
　あらかじめ用意されている演出データにもとづいて、前記可変表示手段を含む複数種類
の電気部品を用いた遊技演出を実行する演出実行手段と、
　前記特定移行条件が成立したときに、前記特定有利状態に移行させる特定有利状態制御
手段と、
　遊技機への電力供給が停止した後も所定期間は記憶内容を保持可能な記憶手段と、
　前記特定有利状態制御手段によって前記特定有利状態に移行されるときに前記記憶手段
に特定データを記憶させる特定データ設定手段と、
　電力復旧したときに、所定の復旧条件が成立したことを条件に、前記記憶手段の記憶内
容にもとづいて遊技状態を復旧させる復旧処理を実行する復旧手段とを備え、
　前記演出実行手段は、前記特定有利状態であるときと前記特定有利状態でないときとで
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、共通の遊技演出を実行し、
　前記共通の遊技演出の実行中に遊技機への電力供給が停止した後、電力復旧したときに
、前記記憶手段に特定データが設定されている場合に前記特定有利状態である旨の報知を
行う特定有利状態報知手段をさらに備え、
　前記特定有利状態報知手段は、前記報知を開始してから所定期間が経過したときに当該
報知を終了する
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各々を識別可能な複数種類の識別情報を可変表示可能な可変表示手段を備え
、あらかじめ定められている可変表示の実行条件が成立した後、可変表示の開始条件の成
立にもとづいて識別情報の可変表示を開始し、複数種類の識別情報の可変表示の表示結果
が特定の表示結果となったときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に移行させ、特定移
行条件の成立により、識別情報の可変表示の表示結果を特定の表示結果とする確率を、通
常状態であるときに比べて向上させた状態である特定有利状態に移行させるパチンコ機等
の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機として、遊技球などの遊技媒体を発射装置によって遊技領域に発射し、遊技領域
に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技媒体が入賞すると、所定個の賞球が遊技者
に払い出されるものがある。さらに、識別情報を可変表示可能な可変表示手段が設けられ
、識別情報の可変表示の表示結果が特定の表示結果となった場合に遊技者にとって有利な
特定遊技状態に制御可能となるように構成されたものがある。
【０００３】
　特定遊技状態とは、所定の遊技価値が付与された遊技者にとって有利な状態を意味する
。具体的には、特定遊技状態は、例えば可変入賞球装置の状態が打球が入賞しやすい遊技
者にとって有利な状態（大当り遊技状態）、遊技者にとって有利な状態となるための権利
が発生した状態、景品遊技媒体払出の条件が成立しやすくなる状態などの、所定の遊技価
値が付与された状態である。
【０００４】
　パチンコ遊技機では、特別図柄（識別情報）を可変表示（複数種類の図柄のうちで遊技
者に視認される図柄を時間経過に伴って異ならせるような表示）する可変表示手段の表示
結果があらかじめ定められた特定の表示態様の組合せ（例えば大当り図柄）となることを
、通常、「大当り」という。大当りが発生すると、例えば、大入賞口（可変入賞球装置）
が所定回数開放して打球が入賞しやすい大当り遊技状態に移行する。
【０００５】
　そして、各開放期間において、所定個（例えば１０個）の大入賞口への入賞があると大
入賞口は閉成する。そして、大入賞口の開放回数は、所定回数（例えば１５ラウンド）に
固定されている。なお、各開放について開放時間（例えば２９．５秒）が決められ、入賞
数が所定個に達しなくても開放時間が経過すると大入賞口は閉成する。また、大入賞口が
閉成した時点で所定の条件（例えば、大入賞口内に設けられているＶゾーンへの入賞）が
成立していない場合には、大当り遊技状態は終了する。
【０００６】
　また、可変表示手段において最終停止図柄（例えば左右中図柄のうち中図柄）となる図
柄以外の図柄が、所定時間継続して、特定の表示結果と一致している状態で停止、揺動、
拡大縮小もしくは変形している状態、または、複数の図柄が同一図柄で同期して変動した
り、表示図柄の位置が入れ替わっていたりして、最終結果が表示される前で大当り発生の
可能性が継続している状態（以下、これらの状態をリーチ状態という。）において行われ
る演出をリーチ演出という。また、リーチ状態やその様子をリーチ態様という。さらに、
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リーチ演出を含む可変表示をリーチ可変表示という。リーチ状態において、変動パターン
を通常状態における変動パターンとは異なるパターンにすることによって、遊技の興趣が
高められている。そして、可変表示手段に可変表示される図柄の表示結果がリーチ状態と
なる条件を満たさない場合には「はずれ」となり、可変表示状態は終了する。遊技者は、
大当りをいかにして発生させるかを楽しみつつ遊技を行う。
【０００７】
　また、可変表示手段の表示結果が大当り図柄のうちの特別の大当り図柄となるなどの特
別の条件が成立すると、以後、大当りが発生する確率が高くなる高確率状態（確変状態と
もいう。）に移行するように構成された遊技機がある。この確変状態に制御する確変制御
と、特別図柄の変動時間（可変表示期間）が通常状態であるときよりも短縮される時短状
態に制御する時短制御とが実行され、確変制御がなされているときは確変用の表示画像が
表示され、時短制御がなされているときは時短用の表示画像が表示されるように構成され
た遊技機がある（例えば、特許文献１参照）。
【０００８】
　さらに、時短状態に制御することが決定されたときに、時短制御を継続させる特別図柄
の可変表示回数である時短制御回数を表示するように構成された遊技機がある（例えば、
特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平１０－２６６号公報（段落００３２、図２３）
【特許文献２】特開平９－２６２３４７号公報（段落００３５、図１８）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかし、特許文献１～２に記載された遊技機では、遊技状態を確変状態や時短状態とす
ることが決定されたときに、その決定された遊技状態を報知するようにしていたため、決
定された遊技状態（確変状態や時短状態でない通常状態とすることに決定されたときを含
む）によっては遊技者の遊技に対する興趣を低下させてしまうおそれがあった。
【００１１】
　また、現在の遊技状態が確変状態であるか否かなどの遊技状態が遊技者に容易に認識さ
れてしまうと、例えば、確変状態でない状態が継続していることや確変状態が終了したこ
とによって遊技者の遊技意欲が減退してしまい、遊技者が遊技をやめる原因となってしま
うおそれがある。
【００１２】
　また、特許文献２に記載された遊技機では、時短制御回数を表示するようにしていたた
め、時短制御回数が少なくなるにつれて遊技者の遊技に対する興趣を低下させてしまうお
それがあった。
【００１３】
　そこで、本発明は、決定された遊技状態を遊技者が容易に把握できないようにして、遊
技状態に対する遊技者の興味を向上させることができるとともに、現在の遊技状態を遊技
者が認識できないようにして、遊技者の遊技意欲を維持させることができる遊技機を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明による遊技機は、各々を識別可能な複数種類の識別情報（例えば、特別図柄、飾
り図柄）を可変表示可能な可変表示手段（例えば、特別図柄表示器８、可変表示装置９）
を備え、あらかじめ定められている可変表示の実行条件（例えば、始動入賞口１４への遊
技球の入賞）が成立した後、可変表示の開始条件（例えば、特別図柄の最終停止および大
当たり遊技の終了）の成立にもとづいて識別情報の可変表示を開始し、識別情報の可変表
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示の表示結果が特定の表示結果（例えば、大当たり図柄）となったときに遊技者にとって
有利な特定遊技状態（例えば、大当たり遊技状態）に移行させ、特定移行条件の成立（例
えば、抽選により確変状態とすることが決定されたこと）により、識別情報の可変表示の
表示結果を特定の表示結果とする確率を、特定移行条件の成立する以前に比べて向上させ
た状態である特定有利状態（例えば、確変状態）に移行させる遊技機であって、あらかじ
め用意されている演出データ（例えば、可変表示装置９やスピーカ２７などの電機部品を
制御するための遊技演出用のプロセスデータ）にもとづいて、可変表示手段を含む複数種
類の電気部品（例えば、可変表示装置９やスピーカ２７、ランプなどの発光体）を用いた
遊技演出を実行する演出実行手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１０１におけるステップＳ
７０５を実行する部分）と、特定移行条件が成立したときに、特定有利状態に移行させる
特定有利状態制御手段（例えば、ＣＰＵ５６におけるステップＳ９１～Ｓ９２を実行する
部分）と、遊技機への電力供給が停止した後も所定期間は記憶内容を保持可能な記憶手段
（例えば、電源バックアップされているＲＡＭ５５）と、特定有利状態制御手段によって
特定有利状態に移行されるときに記憶手段に特定データ（例えば、確変フラグ）を記憶さ
せる特定データ設定手段（例えば、遊技制御手段におけるステップＳ９２を実行する部分
）と、電力復旧したときに、所定の復旧条件が成立したことを条件（例えば、ステップＳ
７のＮ、ステップＳ８のＹおよびステップＳ９のＹ）に、記憶手段の記憶内容にもとづい
て遊技状態を復旧させる復旧処理を実行する復旧手段（例えば、遊技制御手段におけるス
テップＳ１５１～Ｓ１５５を実行する部分）とを備え、演出実行手段は、特定有利状態で
あるときと特定有利状態でないときとで、共通の遊技演出を実行し（例えば、演出制御手
段が、遊技制御手段から受信した演出制御コマンドに基づいて、音、表示、発光体などを
用いて確変状態と確変以外の状態とで共通の演出を実行する）、共通の遊技演出の実行中
に遊技機への電力供給が停止した後、電力復旧したときに、記憶手段に特定データが設定
されている場合に特定有利状態である旨の報知を行う特定有利状態報知手段（例えば、演
出制御手段における図７（Ｂ）の確変復旧報知画像を可変表示装置９に表示する処理を実
行する部分）をさらに備え、特定有利状態報知手段は、報知を開始してから所定期間が経
過したときに報知を終了することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明では、遊技制御を実行する状態が特定有利状態であるか否かに関わらず共通の演
技演出を実行するので、遊技状態を遊技者が把握できないようにすることができ、遊技状
態に対する遊技者の興味を向上させることができるとともに、遊技者の遊技意欲を維持さ
せることができる。また、共通の遊技演出の実行中に遊技機への電力供給が停止した後、
電力復旧したときに、特定有利状態に復旧されるときはその旨を所定期間報知するように
構成されているので、特定有利状態であることを外部から判別することができ、特定有利
状態から営業を開始する行為を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】パチンコ遊技機を正面からみた正面図である。
【図２】遊技制御基板（主基板）における回路構成例を示すブロック図である。
【図３】演出制御基板、ランプドライバ基板および音声出力基板の回路構成例を示すブロ
ック図である。
【図４】主基板におけるＣＰＵが実行するメイン処理を示すフローチャートである。
【図５】主基板におけるＣＰＵが実行するメイン処理を示すフローチャートである。
【図６】有利状態報知処理を示すフローチャートである。
【図７】可変表示装置に表示される有利状態復旧報知画像の例を示す説明図である。
【図８】２ｍｓタイマ割込処理を示すフローチャートである。
【図９】電源断処理を示すフローチャートである。
【図１０】電源断処理を示すフローチャートである。
【図１１】各乱数を示す説明図である。
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【図１２】特別図柄および飾り図柄の変動パターン（変動時間）を示す説明図である。
【図１３】特別図柄プロセス処理を示すフローチャートである。
【図１４】特別図柄プロセス処理における特別図柄通常処理を示すフローチャートである
。
【図１５】特別図柄プロセス処理における変動パターン設定処理を示すフローチャートで
ある。
【図１６】特別図柄プロセス処理における特別図柄停止処理を示すフローチャートである
。
【図１７】特別図柄プロセス処理における大当り終了処理を示すフローチャートである。
【図１８】演出制御用ＣＰＵが実行するメイン処理を示すフローチャートである。
【図１９】演出制御用ＣＰＵが実行する演出制御プロセス処理を示すフローチャートであ
る。
【図２０】特別図柄の停止図柄と遊技状態との関係を示す説明図である。
【図２１】第２の実施の形態における有利状態報知処理を示すフローチャートである。
【図２２】第２の実施の形態における特別図柄停止処理を示すフローチャートである。
【図２３】第２の実施の形態における大当り終了処理を示すフローチャートである。
【図２４】第３の実施の形態における各乱数を示す説明図である。
【図２５】第３の実施の形態で用いられる特別図柄および飾り図柄の変動パターン（変動
時間）を示す説明図である。
【図２６】第３の実施の形態における有利状態報知処理の例を示すフローチャートである
。
【図２７】第２の実施の形態における特別図柄通常処理（ステップＳ３００）を示すフロ
ーチャートである。
【図２８】第２の実施の形態における特別図柄通常処理（ステップＳ３００）を示すフロ
ーチャートである。
【図２９】第３の実施の形態における特別図柄停止処理（ステップＳ３０４）を示すフロ
ーチャートである。
【図３０】第３の実施の形態における大当り遊技が終了したときに実行される大当り終了
処理を示すフローチャートである。
【図３１】第３の実施の形態における遊技状態が変化する様子、および確変状態または時
短状態である旨の報知状態の一例を示す説明図である。
【図３２】遊技状態が変化する様子、および確変状態または時短状態である旨の報知状態
の他の例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
実施の形態１．
　以下、本発明の一実施形態を図面を参照して説明する。まず、遊技機の一例であるパチ
ンコ遊技機（弾球遊技機）の全体の構成について説明する。図１は、パチンコ遊技機を正
面からみた正面図である。
【００１８】
　パチンコ遊技機１は、縦長の方形状に形成された外枠（図示せず）と、外枠の内側に開
閉可能に取り付けられた遊技枠とで構成される。また、パチンコ遊技機１は、遊技枠に開
閉可能に設けられている額縁状に形成されたガラス扉枠２を有する。遊技枠は、外枠に対
して開閉自在に設置される前面枠（図示せず）と、機構部品等が取り付けられる機構板と
、それらに取り付けられる種々の部品（後述する遊技盤６を除く。）とを含む構造体であ
る。
【００１９】
　図１に示すように、パチンコ遊技機１は、額縁状に形成されたガラス扉枠２を有する。
ガラス扉枠２の下部表面には打球供給皿（上皿）３がある。打球供給皿３の下部には、打
球供給皿３に収容しきれない遊技球を貯留する余剰球受皿４と、遊技者の操作に応じて遊
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技球を発射する打球操作ハンドル（操作ノブ）５が設けられている。ガラス扉枠２の背面
には、遊技盤６が着脱可能に取り付けられている。なお、遊技盤６は、それを構成する板
状体と、その板状体に取り付けられた種々の部品とを含む構造体である。また、遊技盤６
の前面には、打ち込まれた遊技球が流下可能な遊技領域７が形成されている。
【００２０】
　遊技領域７の中央付近には、所定の始動条件の成立（例えば、打球が始動入賞口１４に
入賞したこと）にもとづいて各々を識別可能な複数種類の演出用の飾り図柄を可変表示し
表示結果を導出表示する可変表示装置（飾り図柄表示装置）９が設けられている。この実
施形態では、可変表示装置９は液晶表示装置（ＬＣＤ）で構成され、左・中・右の３つの
表示領域に識別情報が表示制御されるように構成されている。なお、入賞とは、入賞口な
どのあらかじめ入賞領域として定められている領域などに遊技球が入ったことである。ま
た、表示結果を導出表示するとは、図柄を停止表示させることである（いわゆる再変動の
前の停止を除く。）。
【００２１】
　可変表示装置９の上部には、識別情報としての特別図柄を可変表示する特別図柄表示器
（特別図柄表示装置）８が設けられている。この実施の形態では、特別図柄表示器８は、
例えば０～９の数字を可変表示可能な簡易で小型の表示器（例えば７セグメントＬＥＤ）
で実現されている。特別図柄表示器８は、遊技者に特定の停止図柄を把握しづらくさせる
ために、０～９９など、より多種類の数字を可変表示するように構成されていてもよい。
【００２２】
　可変表示装置９は、特別図柄表示器８による特別図柄の可変表示期間中に、装飾用（演
出用）の図柄としての飾り図柄の可変表示を行う。飾り図柄の可変表示を行う可変表示装
置９は、演出制御基板に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータによって制御さ
れる。
【００２３】
　また、可変表示装置９の下部には、始動入賞口１４に入った有効入賞球数すなわち保留
記憶（始動記憶または始動入賞記憶ともいう。）数を表示する４つの特別図柄保留記憶表
示器１８が設けられている。すなわち、始動記憶数のうち入賞順に４個まで表示する。特
別図柄保留記憶表示器１８は、始動入賞口１４に始動入賞がある毎に、点灯状態のＬＥＤ
の数を１増やす。そして、特別図柄保留記憶表示器１８は、特別図柄表示器８で可変表示
が開始される毎に、点灯状態のＬＥＤの数を１減らす（すなわち１つのＬＥＤを消灯する
）。この例では、特別図柄保留記憶表示器１８は、特別図柄表示器８で可変表示が開始さ
れる毎に、点灯状態をシフトする。なお、この例では、始動入賞口１４への入賞による始
動記憶数に上限数（４個まで）を設けているが、上限数を４個以上にしてもよい。
【００２４】
　可変表示装置９の下方には、始動入賞口１４を有する可変入賞球装置１５が設けられて
いる。始動入賞口１４に入った入賞球は、遊技盤６の背面に導かれ、始動口スイッチ１４
ａによって検出される。また、始動入賞口１４の下部には開閉動作を行う可変入賞球装置
１５が設けられている。可変入賞球装置１５は、ソレノイド１６によって開状態とされる
。
【００２５】
　可変入賞球装置１５の下部には、特定遊技状態（大当り状態）においてソレノイド２１
によって開状態とされる開閉板２０が設けられている。開閉板２０は大入賞口（可変入賞
球装置）を開閉する手段である。開閉板２０から遊技盤６の背面に導かれた入賞球のうち
一方（Ｖ入賞領域：特別領域）に入った入賞球はＶカウントスイッチ２２で検出され、開
閉板２０からの入賞球はカウントスイッチ２３で検出される。遊技盤６の背面には、大入
賞口内の経路を切り換えるためのソレノイド２１Ａも設けられている。
【００２６】
　ゲート３２に遊技球が入賞しゲートスイッチ３２ａで検出されると、普通図柄表示器１
０の表示の可変表示が開始される。この実施の形態では、左右のランプ（点灯時に図柄が
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視認可能になる）が交互に点灯することによって可変表示が行われ、例えば、可変表示の
終了時に右側のランプが点灯すれば当たりとなる。そして、普通図柄表示器１０における
停止図柄が所定の図柄（当り図柄）である場合に、可変入賞球装置１５が所定回数、所定
時間だけ開状態になる。普通図柄表示器１０の近傍には、ゲート３２に入った入賞球数を
表示する４つのＬＥＤによる表示部を有する普通図柄保留記憶表示器４１が設けられてい
る。ゲート３２への入賞がある毎に、普通図柄保留記憶表示器４１は点灯するＬＥＤを１
増やす。そして、普通図柄表示器１０の可変表示が開始される毎に、点灯するＬＥＤを１
減らす。
【００２７】
　遊技盤６には、複数の入賞口（普通入賞口）２９，３０，３３，３９が設けられ、遊技
球の入賞口２９，３０，３３，３９への入賞は、それぞれ入賞口スイッチ２９ａ，３０ａ
，３３ａ，３９ａによって検出される。各入賞口２９，３０，３３，３９は、遊技媒体を
受け入れて入賞を許容する領域として遊技盤６に設けられる入賞領域を構成している。な
お、始動入賞口１４や大入賞口も、遊技媒体を受け入れて入賞を許容する入賞領域を構成
する。また、複数の入賞口（普通入賞口）２９，３０，３３，３９のそれぞれに入賞した
遊技球を検出する１つの入賞口スイッチが設けられ、どの入賞口２９，３０，３３，３９
に入賞した遊技球も、その入賞口スイッチによって検出されるようにしてもよい。遊技領
域７の左右周辺には、遊技中に点滅表示される装飾ランプ２５が設けられ、下部には、入
賞しなかった遊技球を吸収するアウト口２６がある。また、遊技領域７の外側の左右上部
には、効果音を発する２つのスピーカ２７が設けられている。遊技領域７の外周には、天
枠ランプ２８ａ、左枠ランプ２８ｂおよび右枠ランプ２８ｃが設けられている。さらに、
遊技領域７における各構造物（大入賞口等）の周囲には装飾ＬＥＤが設置されている。天
枠ランプ２８ａ、左枠ランプ２８ｂおよび右枠ランプ２８ｃおよび装飾用ＬＥＤは、遊技
機に設けられている装飾発光体の一例である。
【００２８】
　そして、この例では、左枠ランプ２８ｂの近傍に、賞球払出中に点灯する賞球ＬＥＤ５
１が設けられ、天枠ランプ２８ａの近傍に、補給球が切れたときに点灯する球切れＬＥＤ
５２が設けられている。上記のように、この実施の形態のパチンコ遊技機１には、発光体
としてのランプやＬＥＤが各所に設けられている。さらに、プリペイドカードが挿入され
ることによって球貸しを可能にするプリペイドカードユニット（「カードユニット」とも
いう。）が、パチンコ遊技機１に隣接して設置される（図示せず）。
【００２９】
　打球発射装置から発射された遊技球は、打球レールを通って遊技領域７に入り、その後
、遊技領域７を下りてくる。遊技球が始動入賞口１４に入り始動口スイッチ１４ａで検出
されると、図柄の可変表示を開始できる状態であれば、可変表示装置９において特別図柄
が可変表示（変動）を始める。図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、保留記憶数
を１増やす。
【００３０】
　特別図柄表示器８における特別図柄の可変表示は、一定時間が経過したときに停止する
。停止時の特別図柄の組み合わせが大当り図柄（特定表示結果）であると、大当り遊技状
態に移行する。すなわち、開閉板２０が、一定時間経過するまで、または、所定個数（例
えば１０個）の遊技球が入賞するまで開放する。そして、開閉板２０の開放中に遊技球が
Ｖ入賞領域に入賞しＶカウントスイッチ２２で検出されると、継続権が発生し開閉板２０
の開放が再度行われる。継続権の発生は、所定回数（例えば１５ラウンド）許容される。
【００３１】
　所定の移行条件が成立すると、大当り遊技（確変状態が発生する大当りで、大当り遊技
状態が短期間（例えば、大入賞口の開放回数が２回）だけ継続し、大入賞口が短時間だけ
開放する場合の大当り遊技を含む）の終了後に、次に大当りとなる確率が高くなる。すな
わち、遊技状態が確変状態という遊技者にとってさらに有利な状態となる。例えば、停止
時における特別図柄や飾り図柄の組み合わせが所定の大当り図柄（確変図柄）である場合
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、確変状態への移行条件が成立し、遊技状態が確変状態に移行する。また、例えば、停止
時における特別図柄や飾り図柄の組み合わせに関わらず、乱数を用いた抽選により確変と
することを決定した場合、確変状態への移行条件が成立し、遊技状態が確変状態に移行す
る。また、例えば、可変表示装置９の表示（例えばキャラクタを用いた表示）が所定の表
示態様となる場合（キャラクタがバトルに勝つ等）に、確変状態への移行条件が成立し、
遊技状態が確変状態に移行する。
【００３２】
　また、時短状態への移行条件が成立した場合には、大当り遊技の終了後に、遊技状態が
時短状態に移行する。例えば、停止時における特別図柄や飾り図柄の組み合わせが所定の
大当り図柄（時短図柄）である場合、時短状態への移行条件が成立し、遊技状態が時短状
態に移行する。また、例えば、停止時における特別図柄や飾り図柄の組み合わせに関わら
ず、乱数を用いた抽選により時短とすることを決定した場合、時短状態への移行条件が成
立し、遊技状態が時短状態に移行する。さらに、確変状態への移行条件と時短状態への移
行条件との双方を成立させる場合には、大当り遊技の終了後に、まず、優先的に確変状態
に制御され、その後、所定条件の成立により時短状態に制御される。なお、この実施の形
態では、遊技制御手段は、確変状態への移行条件が成立したか否かの判定処理だけを行う
ものとし、確変状態への移行条件の成立によって遊技状態を確変状態に移行させる制御だ
けを行うものとする。
【００３３】
　この実施の形態では、遊技者にとって有利な遊技状態である有利状態（特定遊技状態）
のうちの特定有利状態としての確変状態において、可変入賞球装置１５の開放時間や開放
回数の延長や普通図柄表示器１０における変動時間の短縮はなされない（すなわち、特別
図柄や飾り図柄の当りの確率が高くなるだけで、可変入賞球装置１５に関する有利／不利
に関しては通常状態と同じ）ようにし、普通図柄表示器１０における停止図柄が当り図柄
になる確率を高めるようにしないこととする。また、この実施の形態では、確変状態であ
るか通常状態であるかという制御状態に関わらず、共通な背景画像を用い、全て共通の演
出態様で各電気部品（例えば、可変表示装置９、スピーカ２７、ランプなどの発光体）の
制御を行うこととする。なお、所定の背景画像や、可変表示装置９の変動パターン、スピ
ーカ２７、ランプなどの発光体などを制御することを、「遊技演出を行う」という。また
、この実施の形態において、「遊技演出」は、キャラクタ画像などを用いた予告演出を行
う場合の制御も含む。
【００３４】
　図２は、遊技機に設けられている（具体的には遊技機裏面に設置されている）基板であ
って、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０等が搭載された遊技制御基板（主基板）３
１における回路構成の一例を示すブロック図である。なお、図２には、遊技機に搭載され
ている払出制御基板３７、ランプドライバ基板３５、音声出力基板７０、中継基板７７お
よび演出制御基板８０も示されている。主基板３１には、プログラムに従ってパチンコ遊
技機１を制御する遊技制御用マイクロコンピュータ５６０と、ゲートスイッチ３２ａ、始
動口スイッチ１４ａ、Ｖ入賞スイッチ２２、カウントスイッチ２３、入賞口スイッチ２９
ａ，３０ａ，３３ａ，３９ａおよびクリアスイッチ９２１からの信号を基本回路５３に与
える入力ドライバ回路５８と、可変入賞球装置１５を開閉するソレノイド１６、開閉板２
０を駆動して大入賞口を開閉するソレノイド２１および大入賞口内の経路を切り換えるた
めのソレノイド２１Ａを基本回路５３からの指令に従って駆動する出力回路５９とが搭載
されている。クリアスイッチ９２１は、例えば遊技機に設置されている電源基板９１０に
搭載されている。
【００３５】
　なお、ゲートスイッチ３２ａ、始動口スイッチ１４ａ、Ｖ入賞スイッチ２２、カウント
スイッチ２３および入賞口スイッチ２９ａ，３０ａ，３３ａ，３９ａは、センサと称され
ているものでもよい。すなわち、遊技球を検出できる遊技媒体検出手段（この例では遊技
球検出手段）であれば、その名称を問わない。
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【００３６】
　基本回路５３は、ゲーム制御（遊技進行制御）用のプログラム等を記憶するＲＯＭ５４
、ワークメモリとして使用される記憶手段（変動データを記憶する変動データ記憶手段）
としてのＲＡＭ５５およびプログラムに従って制御動作を行うＣＰＵ５６を含む遊技制御
用マイクロコンピュータ５６０とＩ／Ｏポート部５７とを含む。この実施の形態では、Ｒ
ＯＭ５４およびＲＡＭ５５は遊技制御用マイクロコンピュータ５６０に内蔵されている。
すなわち、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０は、１チップマイクロコンピュータで
ある。１チップマイクロコンピュータは、少なくともＲＡＭ５５が内蔵されていればよく
、ＲＯＭ５４は外付けであっても内蔵されていてもよい。また、Ｉ／Ｏポート部５７は遊
技制御用マイクロコンピュータ５６０に内蔵されていてもよい。なお、遊技制御用マイク
ロコンピュータ５６０はＲＯＭ５４に格納されているプログラムに従って制御を実行する
ので、以下、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０が実行する（または、処理を行う）
ということは、具体的には、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０のＣＰＵ５６がプロ
グラムに従って制御を実行することである。このことは、主基板３１以外の他の基板に搭
載されているマイクロコンピュータについても同様である。また、遊技制御手段は、遊技
制御用マイクロコンピュータ５６０で実現されているが、主として、遊技制御用マイクロ
コンピュータにおけるプログラムに従って制御を実行するＣＰＵ５６で実現される。
【００３７】
　また、ＲＡＭ５５は、その一部または全部がバックアップ電源によってバックアップさ
れている不揮発性記憶手段としてのバックアップＲＡＭである。すなわち、遊技機に対す
る電力供給が停止しても、所定期間（バックアップ電源が電力供給不能になるまで）は、
ＲＡＭ５５の一部または全部の内容は保存される。特に、少なくとも、遊技状態すなわち
遊技制御手段の制御状態に応じたデータ（特別図柄プロセスフラグ等）と未払出賞球数を
示すデータは、バックアップＲＡＭに保存される。なお、遊技制御手段の制御状態に応じ
たデータとは、停電等が生じた後に復旧した場合に、そのデータにもとづいて、制御状態
を停電等の発生前に復旧させるために必要なデータである。ただし、この実施の形態では
、ＲＡＭ５５の全部が、電源バックアップされているとする。
【００３８】
　この実施の形態では、演出制御基板８０に搭載されている演出制御手段（演出制御用マ
イクロコンピュータで構成される。）が、中継基板７７を介して遊技制御用マイクロコン
ピュータ５６０からの演出制御コマンドを受信し、飾り図柄を可変表示する可変表示装置
９の表示制御を行う。
【００３９】
　また、この実施の形態では、遊技制御手段である遊技制御用マイクロコンピュータ５６
０が、特別図柄を可変表示する特別図柄表示器８、普通図柄を表示する普通図柄を可変表
示する普通図柄可変表示器１０、及び保留記憶数を表示する普通図柄保留記憶表示器４１
や特別図柄保留記憶表示器１８の表示制御を行う。
【００４０】
　図３は、中継基板７７、演出制御基板８０、ランプドライバ基板３５および音声出力基
板７０の回路構成例を示すブロック図である。なお、図３に示す例では、ランプドライバ
基板３５および音声出力基板７０には、マイクロコンピュータは搭載されていないが、マ
イクロコンピュータを搭載してもよい。また、ランプドライバ基板３５および音声出力基
板７０を設けずに、演出制御に関して演出制御基板８０のみを設けてもよい。
【００４１】
　演出制御基板８０は、演出制御用ＣＰＵ１０１およびＲＡＭを含む演出制御用マイクロ
コンピュータ１００を搭載している。なお、ＲＡＭは外付けであってもよい。演出制御基
板８０において、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、内蔵または外付けのＲＯＭ
（図示せず）に格納されたプログラムに従って動作し、中継基板７７を介して入力される
主基板３１からのストローブ信号（演出制御ＩＮＴ信号）に応じて、入力ドライバ１０２
および入力ポート１０３を介して演出制御コマンドを受信する。また、演出制御用マイク
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ロコンピュータ１００は、演出制御コマンドにもとづいて、ＶＤＰ（ビデオディスプレイ
プロセッサ）１０９に、ＬＣＤを用いた可変表示装置（飾り図柄表示装置）９の表示制御
を行わせる。
【００４２】
　演出制御コマンドおよび演出制御ＩＮＴ信号は、演出制御基板８０において、まず、入
力ドライバ１０２に入力する。入力ドライバ１０２は、中継基板７７から入力された信号
を演出制御基板８０の内部に向かう方向にしか信号を通過させない（演出制御基板８０の
内部から中継基板７７への方向には信号を通過させない）信号方向規制手段としての単方
向性回路でもある。
【００４３】
　中継基板７７には、主基板３１から入力された信号を演出制御基板８０に向かう方向に
しか信号を通過させない（演出制御基板８０から中継基板７７への方向には信号を通過さ
せない）信号方向規制手段としての単方向性回路が搭載されている。単方向性回路として
、例えばダイオードやトランジスタが使用される。図３には、ダイオードが例示されてい
る。また、単方向性回路は、各信号毎に設けられる。
【００４４】
　さらに、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、入出力ポート１０５を介してラン
プドライバ基板３５に対してランプを駆動する信号を出力する。また、演出制御用マイク
ロコンピュータ１００は、入出力ポート１０４を介して音声出力基板７０に対して音番号
データを出力する。
【００４５】
　ランプドライバ基板３５において、ランプを駆動する信号は、入出力ドライバ３５１を
介してランプドライバ３５２に入力される。ランプドライバ３５２は、ランプを駆動する
信号を増幅して天枠ランプ２８ａ、左枠ランプ２８ｂ、右枠ランプ２８ｃ、賞球ランプ５
１、球切れランプ５２などの枠側に設けられている各ランプに供給する。また、枠側に設
けられている装飾ランプ２５に供給する。なお、各ランプはＬＥＤその他の種類の発光体
でもよい。
【００４６】
　音声出力基板７０において、音番号データは、入出力ドライバ７０２を介して音声合成
用ＩＣ７０３に入力される。音声合成用ＩＣ７０３は、音番号データに応じた音声や効果
音を発生し増幅回路７０５に出力する。増幅回路７０５は、音声合成用ＩＣ７０３の出力
レベルを、ボリューム７０６で設定されている音量に応じたレベルに増幅した音声信号を
スピーカ２７に出力する。音声データＲＯＭ７０４には、音番号データに応じた制御デー
タが格納されている。音番号データに応じた制御データは、所定期間（例えば飾り図柄の
変動期間）における効果音または音声の出力態様を時系列的に示すデータの集まりである
。
【００４７】
　なお、ランプを駆動する信号および音番号データは、演出制御用マイクロコンピュータ
１００とランプドライバ基板３５および音声出力基板７０との間で、双方向通信（信号受
信側から送信側に応答信号を送信するような通信）によって伝達される。
【００４８】
　演出制御用マイクロコンピュータ１００は、受信した演出制御コマンドに従ってキャラ
クタＲＯＭ（図示せず）から必要なデータを読み出す。キャラクタＲＯＭは、可変表示装
置９に表示される画像の中でも使用頻度の高いキャラクタ画像データ、具体的には、人物
、文字、図形または記号等（飾り図柄を含む）をあらかじめ格納しておくためのものであ
る。演出制御用マイクロコンピュータ１００は、キャラクタＲＯＭから読み出したデータ
をＶＤＰ１０９に出力する。ＶＤＰ１０９は、演出制御用マイクロコンピュータ１００か
ら入力されたデータにもとづいて表示制御を実行する。
【００４９】
　次に遊技機の動作について説明する。図４，図５は、主基板３１における遊技制御手段
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（ＣＰＵ５６およびＲＯＭ，ＲＡＭ等の周辺回路）が実行するメイン処理を示すフローチ
ャートである。遊技機に対して電源が投入され、リセット信号が入力されるリセット端子
の入力レベルがハイレベルになると、ＣＰＵ５６は、プログラムの内容が正当か否かを確
認するための処理であるセキュリティチェック処理を実行した後、ステップＳ１以降のメ
イン処理を開始する。メイン処理において、ＣＰＵ５６は、まず、必要な初期設定を行う
。
【００５０】
　初期設定処理において、ＣＰＵ５６は、まず、割込禁止に設定する（ステップＳ１）。
次に、割込モードを割込モード２に設定し（ステップＳ２）、スタックポインタにスタッ
クポインタ指定アドレスを設定する（ステップＳ３）。そして、内蔵デバイスレジスタの
初期化を行う（ステップＳ４）。また、内蔵デバイス（内蔵周辺回路）であるＣＴＣ（カ
ウンタ／タイマ）およびＰＩＯ（パラレル入出力ポート）の初期化（ステップＳ５）を行
った後、ＲＡＭをアクセス可能状態に設定する（ステップＳ６）。なお、割込みモード２
は、遊技制御用マイクロコンピュータ５６が内蔵する特定レジスタ（Ｉレジスタ）の値（
１バイト）と内蔵デバイスが出力する割込みベクタ（１バイト：最下位ビット０）から合
成されるアドレスが、割込み番地を示すモードである。
【００５１】
　次いで、ＣＰＵ５６は、入力ポートを介して入力されるクリアスイッチ９２１の出力信
号の状態を１回だけ確認する（ステップＳ７）。その確認においてオンを検出した場合に
は、ＣＰＵ５６は、通常の初期化処理を実行する（ステップＳ１０～ステップＳ１４）。
【００５２】
　クリアスイッチ９２１がオンの状態でない場合には、遊技機への電力供給が停止したと
きにバックアップＲＡＭ領域のデータ保護処理（例えばパリティデータの付加等の電力供
給停止時処理）が行われたか否か確認する（ステップＳ８）。そのような保護処理が行わ
れていないことを確認したら、ＣＰＵ５６は初期化処理を実行する。バックアップＲＡＭ
領域にバックアップデータがあるか否かは、例えば、電力供給停止時処理においてバック
アップＲＡＭ領域に設定されるバックアップフラグの状態によって確認される。この例で
は、バックアップフラグ領域に「５５Ｈ」が設定されていればバックアップあり（オン状
態）を意味し、「５５Ｈ」以外の値が設定されていればバックアップなし（オフ状態）を
意味する。
【００５３】
　バックアップありを確認したら、ＣＰＵ５６は、バックアップＲＡＭ領域のデータチェ
ック（この例ではパリティチェック）を行う（ステップＳ９）。ステップＳ９では、算出
したチェックサムと、電力供給停止時処理で同一の処理によって算出され保存されている
チェックサムとを比較する。不測の停電等の電力供給停止が生じた後に復旧した場合には
、バックアップＲＡＭ領域のデータは保存されているはずであるから、チェック結果（比
較結果）は正常（一致）になる。チェック結果が正常でないということは、バックアップ
ＲＡＭ領域のデータが、電力供給停止時のデータとは異なっていることを意味する。その
ような場合には、内部状態を電力供給停止時の状態に戻すことができないので、電力供給
の停止からの復旧時でない電源投入時に実行される初期化処理を実行する。
【００５４】
　チェック結果が正常であれば、ＣＰＵ５６は、遊技制御手段の内部状態と表示制御手段
等の電気部品制御手段の制御状態を電力供給停止時の状態に戻すための遊技状態復旧処理
（ステップＳ１５１～Ｓ１５５）を行う。具体的には、ＲＯＭ５４に格納されているバッ
クアップ時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し（ステップＳ１５１）、バッ
クアップ時設定テーブルの内容を順次作業領域（ＲＡＭ５５内の領域）に設定する（ステ
ップＳ１５２）。作業領域はバックアップ電源によって電源バックアップされている。バ
ックアップ時設定テーブルには、作業領域のうち初期化してもよい領域についての初期化
データが設定されている。ステップＳ１５１およびＳ１５２の処理によって、作業領域の
うち初期化してはならない部分については、保存されていた内容がそのまま残る。初期化
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してはならない部分とは、例えば、電力供給停止前の遊技状態を示すデータ（特別図柄プ
ロセスフラグ、確変時短フラグ、確変フラグ、時短フラグなど）が設定されている部分で
ある。
【００５５】
　また、ＣＰＵ５６は、瞬停フラグがセットされているか否かを確認する（ステップＳ１
５２ａ）。瞬停フラグとは、遊技機への電力供給が停止してから所定期間が経過する前に
遊技機への電力供給が再度開始されたこと（瞬停状態であったこと）を示すフラグである
。この実施の形態では、遊技機への電力供給停止が発生した際、電力供給が停止してから
所定期間が経過する前に遊技機への電力供給が再度再開された場合（すなわち、瞬停状態
からの電力復旧である場合）に、瞬停フラグがセットされる。
【００５６】
　瞬停フラグがセットされていない場合（すなわち、瞬停状態からの電力復旧でない場合
）、ＣＰＵ５６は、ＲＯＭ５４に格納されているバックアップ時コマンド送信テーブルの
先頭アドレスをポインタに設定し（ステップＳ１５３）、その内容に従ってサブ基板（払
出制御基板３７および演出制御基板８０）に、電力供給が復旧した旨を示す制御コマンド
（復旧コマンド）が送信されるように制御する（ステップＳ１５４）。そして、有利状態
報知処理を実行したあと（ステップＳ１５５）、ステップＳ１５に移行する。
【００５７】
　瞬停フラグがセットされている場合、ＣＰＵ５６は、瞬停フラグをリセットし（ステッ
プＳ１５２ｂ）、ステップＳ１５に移行する。すなわち、ＣＰＵ５６は、瞬停状態からの
電源復旧であると判断し、有利状態を報知する有利状態報知処理を実行せずに、そのまま
ステップＳ１５に移行する。
【００５８】
　なお、瞬停フラグがセットされている（瞬停状態からの電源復旧である）と判断した場
合、瞬停フラグをリセットしてからステップＳ１５に移行するので、遊技機が瞬停状態以
外の状態から電源復旧した場合に、瞬停フラグの内容が誤って反映されてしまうことを防
止でき、有利状態であるか否かを適切に報知することができる。
【００５９】
　初期化処理では、ＣＰＵ５６は、まず、ＲＡＭクリア処理を行う（ステップＳ１０）。
なお、ＲＡＭ５５の全領域を初期化せず、所定のデータ（例えば大当り判定用乱数を生成
するためのカウンタのカウント値のデータ）をそのままにしてもよい。例えば、大当り判
定用乱数を生成するためのカウンタのカウント値のデータをそのままにした場合には、不
正な手段によって初期化処理が実行される状態になったとしても、大当り判定用乱数を生
成するためのカウンタのカウント値が大当り判定値に一致するタイミングを狙うことは困
難である。また、ＲＯＭ５４に格納されている初期化時設定テーブルの先頭アドレスをポ
インタに設定し（ステップＳ１１）、初期化時設定テーブルの内容を順次作業領域に設定
する（ステップＳ１２）。ステップＳ１１およびＳ１２の処理によって、例えば、普通図
柄判定用乱数カウンタ、普通図柄判定用バッファ、特別図柄判定用バッファ、総賞球数格
納バッファ、特別図柄プロセスフラグ、賞球中フラグ、球切れフラグ、払出停止フラグな
ど制御状態に応じて選択的に処理を行うためのフラグに初期値が設定される。
【００６０】
　また、ＣＰＵ５６は、ＲＯＭ５４に格納されている初期化時コマンド送信テーブルの先
頭アドレスをポインタに設定し（ステップＳ１３）、その内容に従ってサブ基板を初期化
するための初期化コマンドをサブ基板に送信する処理を実行する（ステップＳ１４）。初
期化コマンドとして、可変表示装置９に表示される初期図柄を示すコマンド等がある。
【００６１】
　そして、ステップＳ１５において、ＣＰＵ５６は、所定時間（例えば４ｍｓ）毎に定期
的にタイマ割込がかかるようにＣＰＵ５６に内蔵されているＣＴＣのレジスタの設定を行
なう。すなわち、初期値として例えば２ｍｓに相当する値が所定のレジスタ（時間定数レ
ジスタ）に設定される。この実施の形態では、２ｍｓ毎に定期的にタイマ割込がかかると
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する。
【００６２】
　初期化処理の実行（ステップＳ１０～Ｓ１５）が完了すると、ＣＰＵ５６は、表示用乱
数更新処理（ステップＳ１７）および初期値用乱数更新処理（ステップＳ１８）を繰り返
し実行する。ＣＰＵ５６は、表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理が実行され
るときには割込禁止状態にして（ステップＳ１６）、表示用乱数更新処理および初期値用
乱数更新処理の実行が終了すると割込許可状態にする（ステップＳ１９）。なお、表示用
乱数とは、特別図柄表示器８に表示される図柄を決定するための乱数であり、表示用乱数
更新処理とは、表示用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である
。また、初期値用乱数更新処理とは、初期値用乱数を発生するためのカウンタのカウント
値を更新する処理である。初期値用乱数とは、大当りとするか否かを決定するための乱数
を発生するためのカウンタ（大当り決定用乱数発生カウンタ）等のカウント値の初期値を
決定するための乱数である。後述する遊技制御処理（遊技制御用マイクロコンピュータが
、遊技機に設けられている可変表示装置９、可変入賞球装置１５、球払出装置９７等の遊
技用の装置を、自身で制御する処理、または他のマイクロコンピュータに制御させるため
に指令信号を送信する処理、遊技装置制御処理ともいう）において、大当り決定用乱数発
生カウンタのカウント値が１周すると、そのカウンタに初期値が設定される。
【００６３】
　なお、表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理が実行されるときに割込禁止状
態にされるのは、表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理が後述するタイマ割込
処理でも実行されることから、タイマ割込処理における処理と競合してしまうのを避ける
ためである。すなわち、ステップＳ１７，Ｓ１８の処理中にタイマ割込が発生してタイマ
割込処理中で表示用乱数や初期値用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新し
てしまったのでは、カウント値の連続性が損なわれる場合がある。しかし、ステップＳ１
７，Ｓ１８の処理中では割込禁止状態にしておけば、そのような不都合が生ずることはな
い。
【００６４】
　図６は、有利状態報知処理の例を示すフローチャートである。有利状態報知処理は、遊
技機への電源投入時に遊技状態が復旧されるときに、確変状態に復旧するときはその旨を
遊技者に報知するための処理である。
【００６５】
　有利状態報知処理において、ＣＰＵ５６は、まず、ＲＡＭ５５に格納されている確変フ
ラグがオンであれば（ステップＳ１５５ｄ）、ＲＯＭ５４に格納されている確変報知時コ
マンド送信テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し（ステップＳ１５５ｅ）、その内
容に従って確変報知を指定する演出制御コマンド（確変報知指定コマンド）を演出制御基
板８０に送信する処理を実行する（ステップＳ１５５ｆ）。演出制御用ＣＰＵ１０１は、
確変報知指定コマンドを受信すると、音、表示、発光体などを用いて確変状態に復旧する
旨を遊技者に報知するための処理を実行する。また、確変報知指定コマンドを送信すると
、ＣＰＵ５６は、確変状態に復旧した旨を報知中であることを示す確変報知フラグをセッ
トする（ステップＳ１５５ｊ）。
【００６６】
　なお、ＣＰＵ５６は、確変報知指定コマンド送信後、所定期間毎に、確変報知指定コマ
ンドを繰り返し演出制御基板８０に送信してもよい。この場合、例えば、ＣＰＵ５６は、
確変報知フラグがセットされているか否かを確認し、確変報知フラグがセットされている
間、特別図柄や飾り図柄の変動毎に、確変報知指定コマンドを繰り返し演出制御基板８０
に送信する。また、毎回の変動毎でなく、特別図柄や飾り図柄を所定回変動する毎に、確
変報知指定コマンドを繰り返し送信してもよい。そのように構成すれば、確変状態に復旧
した旨の報知指示が繰り返し行われるので、不正に報知を消そうとする行為を防止するこ
とができる。
【００６７】
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　なお、遊技制御手段側で確変報知フラグをセットするのでなく、確変報知指定コマンド
を受信すると、演出制御手段側で確変報知フラグをセットし、確変状態を報知中であるこ
とを管理するようにしてもよい。そして、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変報知フラグが
セットされている間、音、表示、発光体などを用いて確変状態に復旧した旨を遊技者に報
知し続けてもよい。また、演出制御手段側で確変報知フラグをセットし報知状態を管理す
るとともに、遊技制御手段側でも確変状態を報知中である旨のフラグをセットし報知状態
を管理してもよい。この場合、ＣＰＵ５６は、所定期間経過後（例えば、特別図柄や飾り
図柄が所定回変動した後）に、確変報知指定コマンドを再送し、演出制御手段による報知
状態の管理をバックアップするようにしてもよい。また、演出制御用のＣＰＵ１０１は、
確変報知フラグをセットしている間に遊技機への電力供給が停止した場合に、データ保護
処理を実行し、セットしている確変報知フラグを演出制御用マイクロコンピュータが含む
ＲＡＭのバックアップ領域に記憶させるようにしてもよい。そして、演出制御用のＣＰＵ
１０１が、遊技機への電力供給が復旧したときに、バックアップされた確変報知フラグに
基づいて報知を継続するようにしてもよい。
【００６８】
　図７は、可変表示装置９に表示される有利状態復旧報知画像の例を示す説明図である。
図７（Ａ）に示す画像は、有利状態復旧報知画像のうち、遊技状態が確変時短状態に復旧
する旨を遊技者に報知するための確変時短復旧報知画像の一例である。図７（Ｂ）に示す
画像は、有利状態復旧報知画像のうち、遊技状態が確変状態に復旧する旨を遊技者に報知
するための確変復旧報知画像の一例である。図７（Ｃ）に示す画像は、有利状態復旧報知
画像のうち、遊技状態が時短状態に復旧する旨を遊技者に報知するための時短復旧報知画
像の一例である。
【００６９】
　上記のように、瞬停状態でない状態から遊技機への電源投入がなされたときに、有利状
態に復旧する場合には、その旨を報知して、遊技者などに認識させる構成としたので、例
えば有利状態であるときに電源を落とし、開店時に有利状態から遊技を開始させるような
遊技店の行為を防止することができる。また、瞬停状態から電力供給が再開されたときに
有利状態に復旧する場合には、有利状態である旨を遊技者などに報知しない構成としたの
で、瞬停状態を発生させて有利状態であるか否かを確認する不正行為を防止することがで
きる。なお、この実施の形態では、確変状態への移行条件が成立した場合に遊技状態を確
変状態に移行させる制御だけを行うので、ステップＳ１５５ｆにおいて図７（Ｂ）に示す
確変復旧報知画像を用いた報知が行われる。また、この実施の形態において、有利状態に
復旧した旨の報知は、例えば、遊技機への電力供給が復旧してから最初の大当りが発生す
るまで継続され、可変表示装置９の表示画面の一部分（例えば、画面の端）に表示される
。
【００７０】
　また、例えば、有利状態に復旧する旨の報知を、遊技制御手段により制御可能なランプ
などを用いて行うこととすると、ランプのコネクタをはずすだけで、有利状態に復旧する
旨の報知をしないようにすることができてしまう。この実施の形態では、遊技制御手段が
演出制御コマンドを演出制御手段に送信し、演出制御手段が可変表示装置９に有利状態復
旧報知画像を表示させることによって、有利状態に復旧する旨を報知するので、電源投入
時に有利状態に復旧する旨を確実に報知することができる。すなわち、有利状態に復旧す
る旨を報知しないようにすることを意図して可変表示装置９のコネクタをはずすと、可変
表示装置９の飾り図柄の可変表示が全くできなくなり、遊技を行えなくなってしまう。そ
のため、有利状態に復旧する旨を報知しないようにすることを意図したコネクタをはずす
などの行為を防止することができ、有利状態に復旧する旨を確実に報知することができる
。なお、演出制御手段が可変表示装置９に有利状態復旧報知画像を表示させるとともに、
遊技制御手段がランプを用いて有利状態に復旧する旨を報知するようにしてもよい。この
場合、例えば、遊技制御手段は、有利状態報知処理を実行する際に、演出制御手段に確変
報知指定コマンドを送信するとともに、ランプを点灯させるなどの演出制御を実行する。
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また、遊技制御手段は、ランプを点灯させるなどの演出制御を開始すると、例えば、確変
状態に復旧した旨を報知中であることを示す確変報知フラグをセットし、確変状態を報知
中であることを管理する。そして、遊技制御手段は、確変報知フラグをリセットするまで
、ランプなどを用いた報知を継続する。
【００７１】
　図８は、遊技制御処理を示すフローチャートである。タイマ割込が発生すると、ＣＰＵ
５６は、図８に示すステップＳ２０～Ｓ３３の遊技制御処理を実行する。遊技制御処理に
おいて、ＣＰＵ５６は、まず、電源断信号が出力されたか否か（オン状態になったか否か
）を検出する電源断検出処理を実行する（ステップＳ２０）。電源断信号は、例えば電源
基板に搭載されている電圧低下監視回路が、遊技機に供給される電源の電圧の低下を検出
した場合に出力する。そして、電源断検出処理において、ＣＰＵ５６は、電源断信号が出
力されたことを検出したら、必要なデータをバックアップＲＡＭ領域に保存するための電
力供給停止時処理を実行する。
【００７２】
　なお、電源断検出処理において、電源断信号の検出によって電源断を認識するのでなく
、電源電圧である交流電圧を半波整流によって整流したパルスのパルス波形を監視し、そ
のパルス波形の高さが所定の高さよりも低くなったときに、電源断が発生したと認識する
ようにしてもよい。この場合、例えば、所定時間継続して、パルス波形の高さが所定の高
さよりも低いと判断すると、電源断が発生したと判定してもよい。また、この場合、例え
ば、電源基板に搭載されている電圧低下監視回路は、所定時間継続してパルス波形の高さ
を監視し、所定時間中で最も高い電圧値を検出する。そして、検出した電圧の最高値が所
定値まで低下したことを検出すると電源断が発生したと判断し、遊技手段によって電源断
処理の実行が開始される。
【００７３】
　次いで、スイッチ回路５８を介して、ゲートスイッチ３２ａ、始動口スイッチ１４ａ、
カウントスイッチ２３および入賞口スイッチ２４ａ等のスイッチの検出信号を入力し、そ
れらの状態判定を行う（スイッチ処理：ステップＳ２１）。
【００７４】
　次に、遊技制御に用いられる大当り判定用の乱数等の各判定用乱数を生成するための各
カウンタのカウント値を更新する処理を行う（ステップＳ２２）。ＣＰＵ５６は、さらに
、初期値用乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更新する処理および表示用乱数
を生成するためのカウンタのカウント値を更新する処理を行う（ステップＳ２３，Ｓ２４
）。
【００７５】
　図１１は、各乱数を示す説明図である。各乱数は、以下のように使用される。
（１）ランダム１：大当りを発生させるか否か決定する（大当り判定用）
（２）ランダム２：特別図柄のはずれ図柄決定用
（３）ランダム３：大当りを発生させる特別図柄を決定する（大当り図柄決定用）
（４）ランダム４：特別図柄の変動パターンを決定する（変動パターン決定用）
（５）ランダム５：大当りを発生させない場合にリーチとするか否かを決定する（リーチ
判定用）
（６）ランダム６：普通図柄にもとづく当りを発生させるか否か決定する（普通図柄当り
判定用）
（７）ランダム７：ランダム１の初期値を決定する（ランダム１初期値決定用）
（８）ランダム８：ランダム６の初期値を決定する（ランダム６初期値決定用）
（９）ランダム９：確変を終了するか否かを決定する（確変終了判定用）。すなわち、ラ
ンダム９が、０～４９の範囲の値をとり、確変状態を終了させるか否か決めるための乱数
として用いられる。遊技制御手段は、確変状態において、例えば、ランダム９があらかじ
め決められている１つの値と一致した場合には、確変状態を終了させる。従って、確変状
態は、１／５０の確率で終了（確変パンク）する。なお、この実施の形態では、ランダム
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９があらかじめ決められている１つの値と一致しなくても、ランダム１１を用いて決定し
た確変継続回数に達すると、遊技制御手段は、確変状態を終了させる。
（１０）ランダム１０：確変とするか否かを決定する（確変決定用）。すなわち、ランダ
ム１０が、０～１６の範囲の値をとり、遊技状態を確変状態に移行させるか否かを決める
ための乱数として用いられる。遊技制御手段は、例えば、ランダム１０があらかじめ決め
られている値と一致した場合には、遊技状態を確変状態に移行させる。
（１１）ランダム１１：確変継続回数（確変状態における特別図柄の変動回数）を決定す
る（確変回数決定用）。なお、この実施の形態では、確変継続回数は、ランダム９の値に
応じて、１００回、２００回、５００回または１０００回に決定されるとする。また、こ
の実施の形態において、ランダム９を用いた抽選による確変終了判定を行わずに、ランダ
ム１１を用いて決定した確変継続回数を用いた確変終了判定のみを行うようにしてもよい
。この場合、遊技制御手段は、決定した確変継続回数に達すると、確変状態を終了させる
。
【００７６】
　なお、各乱数をそれぞれ別々の乱数として実現するのでなく、図１１に示した乱数のう
ちの複数を共通の乱数を用いて実現してもよい。例えば、ランダム１とランダム１０とを
共通の乱数を用いて実現し、遊技制御手段は、大当り判定と確変判定とを共通の乱数を用
いて行ってもよい。また、例えば、ランダム１とランダム３とを共通の乱数を用いて実現
し、遊技制御手段は、大当り判定と大当り図柄の決定とを共通の乱数を用いて行ってもよ
い。そのようにすれば、乱数の数を減らすことができ、遊技制御手段の制御負担を軽減す
ることができる。
【００７７】
　また、この実施の形態では、遊技制御手段は、確変状態であるか否かに関わらず、大当
り発生時に、ランダム３を用いて特別図柄表示器８に表示させる特別図柄を決定する。従
って、遊技制御手段は、確変状態であるか否かに関わらず、同じ選択割合で特別図柄表示
器８に表示させる特別図柄を決定する。なお、遊技制御手段は、確変状態と通常状態とで
異なる乱数を用いて、確変状態と通常状態とで異なる選択割合で特別図柄を決定してもよ
い。
【００７８】
　確変状態では、特別図柄や飾り図柄の変動の結果（最終停止図柄、単に停止図柄ともい
う。）が大当り図柄となる確率が、確変状態でない状態（低確率状態）に比べて高められ
る。このことを、以下、「確変状態では高確率で当り／はずれが判定される」と表現する
ことがある。この実施の形態では、確変状態では大当り図柄となる確率が１０倍に高めら
れているとする。
【００７９】
　この実施の形態では、例えば、遊技制御手段は、特別図柄や飾り図柄の変動の結果を大
当り図柄とするか否かを、所定の判定用テーブルを用いて判定する。この場合、判定用テ
ーブルは、確変状態以外で用いられる通常テーブルと、確変時に用いられる特別テーブル
とを含む。また、特別テーブルは、通常テーブルに比べて、大当り図柄と判定する確率を
１０倍に高くした判定値を含む。この実施の形態では、遊技制御手段が特別テーブルを用
いて当り／はずれを判定することによって、確変状態において大当り図柄となる確率が１
０倍に高められる。
【００８０】
　図８に示された遊技制御処理におけるステップＳ２２では、ＣＰＵ５６は、（１）の大
当り判定用乱数、（３）の大当り図柄決定用乱数、および（６）の普通図柄当り判定用乱
数を生成するためのカウンタのカウントアップ（１加算）を行う。すなわち、それらが判
定用乱数であり、それら以外の乱数が表示用乱数または初期値用乱数である。なお、遊技
効果を高めるために、上記（１）～（９）の乱数以外の普通図柄に関する乱数等も用いら
れていてもよい。
【００８１】
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　さらに、ＣＰＵ５６は、特別図柄プロセス処理を行う（ステップＳ２５）。特別図柄プ
ロセス制御では、遊技状態に応じてパチンコ遊技機１を所定の順序で制御するための特別
図柄プロセスフラグに従って該当する処理が選び出されて実行される。そして、特別図柄
プロセスフラグの値は、遊技状態に応じて各処理中に更新される。また、普通図柄プロセ
ス処理を行う（ステップＳ２６）。普通図柄プロセス処理では、普通図柄表示器１０の表
示状態を所定の順序で制御するための普通図柄プロセスフラグに従って該当する処理が選
び出されて実行される。そして、普通図柄プロセスフラグの値は、遊技状態に応じて各処
理中に更新される。
【００８２】
　次いで、ＣＰＵ５６は、飾り図柄に関する演出制御コマンドをＲＡＭ５５の所定の領域
に設定して演出制御コマンドを送出する処理を行う（飾り図柄コマンド制御処理：ステッ
プＳ２７）。例えば、特別図柄プロセス処理などにおいて演出制御コマンドの送信処理が
実行されると、具体的には、ＲＡＭ５５の演出制御コマンドの設定用の領域に所定値が設
定される。そして、飾り図柄コマンド制御処理において、ＲＡＭ５５の領域に設定されて
いる設定値に従って、ＣＰＵ５６によって、実際に演出制御コマンドが送信される。
【００８３】
　さらに、ＣＰＵ５６は、例えばホール管理用コンピュータに供給される大当り情報、始
動情報などのデータを出力する情報出力処理を行う（ステップＳ２９）。なお、この場合
、ＣＰＵ５６は、制御状態に関わる情報（確変状態であるか否かや、時短状態であるか否
か、通常状態であるか否かに関する情報を含む）を含まない情報出力信号を、遊技機の外
部に出力するように制御する。
【００８４】
　また、ＣＰＵ５６は、入賞口スイッチ２９ａ，３０ａ，３３ａ，３９ａの検出信号にも
とづく賞球個数の設定などを行う賞球処理を実行する（ステップＳ３０）。具体的には、
入賞口スイッチ２９ａ，３０ａ，３３ａ，３９ａの何れかがオンしたことにもとづく入賞
検出に応じて、払出制御基板３７に賞球個数を示す払出制御コマンドを出力する。払出制
御基板３７に搭載されている払出制御用ＣＰＵは、賞球個数を示す払出制御コマンドに応
じて球払出装置９７を駆動する。
【００８５】
　そして、ＣＰＵ５６は、保留記憶数の増減をチェックする記憶処理を実行する（ステッ
プＳ３１）。また、遊技機の制御状態を遊技機外部で確認できるようにするための試験信
号を出力する処理である試験端子処理を実行する（ステップＳ３２）。試験信号として、
確変状態であるか否かなどに関する確率変動情報、時短状態であるか否かなどに関する時
短情報などが出力される。なお、この実施の形態では、遊技状態を確率状態に移行させる
制御だけを行い時短状態への移行を行わないので、ステップＳ３２の試験端子処理におい
て、試験信号として確率変動情報だけが出力される。
【００８６】
　試験信号は、試験信号解析用のコンピュータによって受信される。この試験信号解析用
のコンピュータは、試験信号を外部で取得するための出力手段（試験端子基板、試験信号
出力用の端子あるいはコネクタに接続されるコネクタなどの出力部材）を遊技機に取り付
け、出力手段を介して遊技機に接続される。このように、出力手段を取り付けなければ取
り出すことができない試験情報として、制御状態に関わる情報を出力可能となるように構
成されているので、外部から不正に試験情報を取り出す行為を防止できる。そのため、不
正に取り出した試験情報によって、遊技状態が特定有利状態であるか否かを認識されてし
まうことを防止することができる。
【００８７】
　基板ボックスの蓋部は、取付部のそれぞれにおける１箇所の取付穴にねじ込まれたワン
ウェイねじとその他のねじ（図示せず）でボックス本体に固着される。ワンウェイねじと
は、ねじ締め方向にしか回らないねじである。従って、一旦締め付けるとねじを取り外す
ことはできない。基板ボックスの蓋部をボックス本体から外して出力手段を取り付けよう
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とする場合には、取付部におけるワンウェイねじの取付部分を切断する必要がある。従っ
て、取付部分の切断の形跡の有無によって、不正基板やコネクタなどが装着された可能性
の有無がわかり、不正に出力手段を取り付けて確変か否かを外部から取り出そうとしたか
否かをわかるようにできる。なお、ワンウェイねじを用いたボックス本体の固着は、遊技
機の出荷前に行ってもよく、遊技店設置時に行ってもよい。
【００８８】
　また、ＣＰＵ５６は、所定の条件が成立したときにソレノイド回路５９に駆動指令を行
う（ステップＳ３３）。可変入賞球装置１５または開閉板２０を開状態または閉状態とし
たり、大入賞口内の遊技球通路を切り替えたりするために、ソレノイド回路５９は、駆動
指令に応じてソレノイド１６，２１を駆動する。その後、割込許可状態に設定する（ステ
ップＳ３４）。
【００８９】
　以上の制御によって、この実施の形態では、遊技制御処理は２ｍｓ毎に起動されること
になる。なお、この実施の形態では、タイマ割込処理で遊技制御処理が実行されているが
、タイマ割込処理では例えば割込が発生したことを示すフラグのセットのみがなされ、遊
技制御処理はメイン処理において実行されるようにしてもよい。
【００９０】
　この実施の形態では、左中右の飾り図柄は、それぞれ、「０」～「１１」の１２通りあ
って、飾り図柄表示装置（可変表示装置）９において「０」から順に飾り図柄の表示が変
化することによって飾り図柄の変動が実現される。なお、飾り図柄の変動中において、表
示図柄の表示は非連続的に変化してもよい。また、飾り図柄の最終停止図柄（確定図柄）
が左中右揃った場合に大当りとなり、左右が揃った場合にリーチとなる。
【００９１】
　図９および図１０は、ステップＳ２０の電源断処理の一例を示すフローチャートである
。電源断処理において、ＣＰＵ５６は、まず、電源断確認信号が出力されているか否か（
オン状態になっているか否か）確認する（ステップＳ４５０）。オン状態でなければ、Ｒ
ＡＭ５５に形成されるバックアップ監視タイマの値を０クリアする（ステップＳ４５１）
。オン状態であれば、ＲＡＭ５５に形成されるバックアップ監視タイマの値を１増やす（
ステップＳ４５２）。そして、バックアップ監視タイマの値が判定値（例えば２）と一致
すれば（ステップＳ４５３）、ステップＳ４５４以降の電力供給停止時処理すなわち電力
の供給停止のための準備処理を実行する。つまり、遊技の進行を制御する状態から遊技状
態を保存させるための電力供給停止時処理（電源断時制御処理）を実行する状態に移行す
る。なお、この実施の形態において、電源断確認信号は、遊技機へ供給される電力の電圧
値が所定値に低下した場合に、例えば、電源基板に搭載されている電圧低下監視回路によ
って、遊技機で使用される各電圧のうち最も高い電圧（例えば、３０Ｖ）が用いられた電
力の電圧値を監視し、所定値（例えば、２２Ｖ）まで低下したときに出力される。
【００９２】
　バックアップ監視タイマと判定値とを用いることによって、判定値に相当する時間だけ
電源断確認信号のオン状態が継続したら、電力供給停止時処理が開始される。すなわち、
ノイズ等で一瞬電源断確認信号のオン状態が発生しても、誤って電力供給停止時処理が開
始されるようなことはない。なお、電力供給停止時処理の処理結果が保存されているか否
かは、例えば、電力供給停止時処理においてバックアップＲＡＭ領域に設定されるバック
アップフラグの状態によって確認される。また、ＲＡＭ５５に形成されるバックアップ監
視タイマの値は、遊技機への電力供給が停止しても、所定期間はバックアップ電源によっ
て保存される。従って、メイン処理におけるステップＳ８において、バックアップ監視タ
イマの値が判定値と同じ値になっていることによって、電力供給停止時処理の処理結果が
保存されていることを確認してもよい。
【００９３】
　電力供給停止時処理において、ＣＰＵ５６は、パリティデータを作成する（ステップＳ
４５４～Ｓ４６３）。すなわち、まず、クリアデータ（００）をチェックサムデータエリ
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アにセットし（ステップＳ４５４）、電力供給停止時でも内容が保存されるべきＲＡＭ領
域の先頭アドレスに相当するチェックサム算出開始アドレスをポインタにセットする（ス
テップＳ４５５）。また、電力供給停止時でも内容が保存されるべきＲＡＭ領域の最終ア
ドレスに相当するチェックサム算出回数をセットする（ステップＳ４５６）。
【００９４】
　次いで、チェックサムデータエリアの内容とポインタが指すＲＡＭ領域の内容との排他
的論理和を演算する（ステップＳ４５７）。演算結果をチェックサムデータエリアにスト
アするとともに（ステップＳ４５８）、ポインタの値を１増やし（ステップＳ４５９）、
チェックサム算出回数の値を１減算する（ステップＳ４６０）。そして、ステップＳ４５
７～Ｓ４６０の処理を、チェックサム算出回数の値が０になるまで繰り返す（ステップＳ
４６１）。
【００９５】
　チェックサム算出回数の値が０になったら、ＣＰＵ５６は、チェックサムデータエリア
の内容の各ビットの値を反転する（ステップＳ４６２）。そして、反転後のデータをチェ
ックサムデータエリアにストアする（ステップＳ４６３）。このデータが、電源投入時に
チェックされるパリティデータとなる。次いで、ＲＡＭアクセスレジスタにアクセス禁止
値を設定する（ステップＳ４７１）。以後、内蔵ＲＡＭ５５のアクセスができなくなる。
【００９６】
　さらに、ＣＰＵ５６は、ＲＯＭ５４に格納されているポートクリア設定テーブルの先頭
アドレスをポインタにセットする（ステップＳ４７２）。ポートクリア設定テーブルにお
いて、先頭アドレスには処理数（クリアすべき出力ポートの数）が設定され、次いで、出
力ポートのアドレスおよび出力値データ（クリアデータ：出力ポートの各ビットのオフ状
態の値）が、処理数分の出力ポートについて順次設定されている。
【００９７】
　ＣＰＵ５６は、ポインタが指すアドレスのデータ（すなわち処理数）をロードする（ス
テップＳ４７３）。また、ポインタの値を１増やし（ステップＳ４７４）、ポインタが指
すアドレスのデータ（すなわち出力ポートのアドレス）をロードする（ステップＳ４７５
）。さらに、ポインタの値を１増やし（ステップＳ４７６）、ポインタが指すアドレスの
データ（すなわち出力値データ）をロードする（ステップＳ４７７）。そして、出力値デ
ータを出力ポートに出力する（ステップＳ４７８）。その後、処理数を１減らし（ステッ
プＳ４７９）、処理数が０でなければ（ステップＳ４８０のＮ）、ステップＳ４７４に戻
る。処理数が０であれば（ステップＳ４８０のＹ）、すなわち、クリアすべき出力ポート
を全てクリアしたら、タイマ割込を停止する（ステップＳ４８１）。
【００９８】
　タイマ割込を停止すると、ＣＰＵ５６は、電源断確認信号が出力されているか否か（オ
ン状態になっているか否か）を繰り返し確認し（ステップＳ４８２）、電源断状態となる
のを待つループ処理に入る。この場合、ＣＰＵ５６は、遊技機が電源断状態となるまで、
電源断確認信号が出力されているか否かを繰り返し確認する。なお、ループ処理の実行中
に遊技機への電源供給が再開されることなく、ＶＣＣが所定の電圧値（例えば、マイクロ
コンピュータが正常に動作可能な値）以下に低下すると、遊技制御用マイクロコンピュー
タ５６０のリセット端子に、電源基板９１０からシステムリセット信号（動作停止信号）
が入力される。そして、システムリセット信号を入力すると、遊技制御用マイクロコンピ
ュータ５６０は、処理を停止する。
【００９９】
　電源断状態となる前（すなわち、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０のリセット端
子に、システムリセット信号が入力される前）に電源断確認信号がオン状態でない（すな
わち、電圧値が所定値以上になり、電源断信号が出力されなくなった）ことを確認すると
、ＣＰＵ５６は、確変報知フラグがセットされているか否か（すなわち、有利状態報知処
理による報知を現在継続中であるか否か）を判断する（ステップＳ４８３）。確変報知フ
ラグがセットされていない（有利状態報知処理による報知が行われていない）と判断する
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と、ＣＰＵ５６は、瞬停フラグをセットする（ステップＳ４８５）。すなわち、ＣＰＵ５
６は、遊技機への電力供給が停止してから所定期間が経過する前に遊技機への電力供給が
再度開始される瞬停状態であったと判断し、瞬停フラグをセットする。この場合、ステッ
プＳ４７１において既にＲＡＭ５５へのアクセスが禁止された状態となっているので、Ｃ
ＰＵ５６は、ＲＡＭアクセスレジスタに設定されているアクセス禁止値をリセットして、
ＲＡＭ５５をアクセス可能な状態に戻す（ステップＳ４８４）。そして、瞬停フラグをセ
ットすると（ステップＳ４８５）、ＣＰＵ５６は、再びＲＡＭアクセスレジスタにアクセ
ス禁止値を設定し、ＲＡＭ５５へのアクセスを禁止する（ステップＳ４８６）。また、Ｃ
ＰＵ５６は、戻りアドレスをメイン処理の先頭アドレスに設定し、（ステップＳ４８７）
、メイン処理の実行を開始する。なお、ステップＳ４８３で確変報知フラグがセットされ
ている（有利状態報知処理による報知を現在継続中である）と判断すると、ＣＰＵ５６は
、そのままステップＳ４８７に移行する。
【０１００】
　以上の処理によって、電力供給が停止する場合には、ステップＳ４５４～Ｓ４８１の電
力供給停止時処理が実行され、電力供給停止時処理が実行されたことを示すデータ（バッ
クアップあり指定値およびチェックサム）がバックアップＲＡＭへストアされ、ＲＡＭア
クセスが禁止状態にされ、出力ポートがクリアされ、かつ、遊技制御処理を実行するため
のタイマ割込が禁止状態に設定される。
【０１０１】
　また、電力供給が停止しても所定期間が経過する前に電力供給が再開される瞬停である
場合には、瞬停フラグがセットされ、メイン処理が再実行される。なお、瞬停状態からの
電源復旧であると判断した場合に必ず瞬停フラグをセットするようにすると、通常の停電
からの電源復旧（瞬停状態からの電源復旧以外の電源復旧）がなされ有利状態報知処理に
よる報知が開始された後に、故意に瞬停状態を作り出して報知を消すことが可能となって
しまう。この実施の形態では、瞬停状態からの電源復旧であっても、確変報知フラグがセ
ットされてる場合には瞬停フラグをセットしない構成としているので、通常の停電から電
源復旧した後、さらに瞬停が生じた場合であっても、確変状態である旨を報知し続けるこ
とができる。そのため、電源復旧がなされ有利状態報知処理による報知が開始された後に
、故意に瞬停状態を作り出して報知を消す行為を防止することができる。
【０１０２】
　この実施の形態では、ＲＡＭ５５の全部の領域がバックアップ電源によって電源バック
アップ（遊技機への電力供給が停止しても所定期間はＲＡＭ５５の内容が保存されこと）
されている。この例では、ステップＳ４５２～Ｓ４８０の処理によって、バックアップ監
視タイマの値とともに、電源断確認信号が出力されたときのＲＡＭ５５の内容にもとづく
チェックサムもＲＡＭ５５のバックアップ領域に保存される。遊技機への電力供給が停止
した（瞬停の場合も含む）後、所定期間内に電力供給が復旧したら、遊技制御手段は、上
述したステップＳ１５１～Ｓ１５４の処理によって、ＲＡＭ５５に保存されているデータ
（電力供給が停止した直前の遊技制御手段による制御状態である遊技状態を示すデータ（
例えば、プロセスフラグの状態、大当り中フラグの状態、確変フラグの状態、出力ポート
の出力状態等）を含む）に従って、遊技状態を、電力供給が停止した直前の状態に戻すこ
とができる。なお、電力供給停止の期間が所定期間を越えたらバックアップ監視タイマの
値とチェックサムとが正規の値とは異なるはずであるから、その場合には、ステップＳ１
０～Ｓ１４の初期化処理が実行される。
【０１０３】
　以上のように、電力供給停止時処理（電力の供給停止のための準備処理）によって、遊
技状態を電力供給が停止した直前の状態に戻すためのデータが確実に変動データ記憶手段
（この例ではＲＡＭ５５の一部の領域）に保存される。よって、停電等による電源断が生
じても、所定期間内に電源が復旧すれば、遊技状態を電力供給が停止した直前の状態に戻
すことができる。
【０１０４】
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　図１２は、この実施の形態で用いられる特別図柄および飾り図柄の変動パターン（変動
時間）を示す説明図である。図１２に示すＥＸＴとは、それぞれの変動パターンに対応し
た演出制御コマンド（２バイト構成）の２バイト目のデータである。
【０１０５】
　図１２に示すように、通常状態および確変状態のいずれの状態においても、ともに変動
パターン＃１～＃４が用いられる。すなわち、通常状態および確変状態のいずれの状態に
おいても、同じ変動パターンテーブルを用いて変動パターンを選択する。従って、この実
施の形態において、通常状態と確変状態とで用いられる変動時間の選択割合は同じである
。また、この実施の形態では、通常状態と確変状態とで、飾り図柄の変動中の表示態様（
例えば、キャラクタの種類や表示タイミング、図柄およびキャラクタ以外の可変表示装置
における背景の表示の仕方）も同じであり、表示態様の選択割合も同じである。
【０１０６】
　また、変動パターン＃１～＃４のそれぞれを示すデータが、ランダム４のとりうる値に
対応させて通常時変動パターンテーブルとしてＲＯＭ５４に記憶されている。つまり、遊
技制御用マイクロコンピュータ５６０は、抽出されたランダム４の値に応じて、変動パタ
ーンテーブルを参照することによって、１つの変動パターンを決定する。
【０１０７】
　以上のように、通常状態と確変状態とで、同じ変動パターンテーブルを用いて変動パタ
ーンを選択するので、変動時間や変動パターンの選択割合によって、遊技者に確変状態で
あるか否かを判別されてしまうことを防止することができる。また、通常状態と確変状態
とで別々の変動パターンテーブルを用意する必要がないので、ＲＯＭ５４が変動パターン
テーブルとして記憶すべきデータの容量を減らすことができる。
【０１０８】
　図１３は、ＣＰＵ５６が実行する特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートで
ある。図１３に示す特別図柄プロセス処理は、図８のフローチャートにおけるステップＳ
２５の具体的な処理である。ＣＰＵ５６は、特別図柄プロセス処理を行う際に、変動短縮
タイマ減算処理（ステップＳ３１０）を行い、遊技盤６に設けられている始動入賞口１４
に遊技球が入賞したことを検出するための始動口スイッチ１４ａがオンしていたら、すな
わち遊技球が始動入賞口１４に入賞する始動入賞が発生していたら（ステップＳ３１１）
、始動口スイッチ通過処理（ステップＳ３１２）を行った後に、内部状態に応じて、ステ
ップＳ３００～Ｓ３０８のうちのいずれかの処理を行う。変動短縮タイマは、特別図柄の
変動時間が短縮される場合に、変動時間を設定するためのタイマである。始動口スイッチ
通過処理では、始動入賞記憶数（保留記憶数）が最大値である４に達しているかどうか確
認し、保留記憶数が４に達していなければ、保留記憶数を１増やし、大当り判定用乱数等
の各乱数（ランダム１～ランダム５およびランダム９）の値を抽出し、それらを保留記憶
数の値に対応した保存領域（特別図柄判定用バッファ）に格納する。なお、乱数を抽出す
るとは、乱数を生成させるためのカウンタからカウント値を読み出して、読み出したカウ
ント値を乱数値とすることである。
【０１０９】
　特別図柄通常処理（ステップＳ３００）：特別図柄の可変表示を開始できる状態になる
のを待つ。特別図柄の可変表示が開始できる状態になると、保留記憶数を確認する。保留
記憶数が０でなければ、大当りとするか否か決定する。そして、内部状態（特別図柄プロ
セスフラグ）をステップＳ３０１に移行するように更新する。
【０１１０】
　特別図柄停止図柄設定処理（ステップＳ３０１）：特別図柄の可変表示後の停止図柄を
決定する。このとき、演出制御基板８０に対して、最終停止図柄の種類を指令する情報が
演出制御コマンドとして送信される。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をス
テップＳ３０２に移行するように更新する。なお、この実施の形態では、全ての種類の図
柄（例えば、「１」から「９」までの全ての図柄）が、特別図柄表示装置８に表示させる
特別図柄として決定される可能性がある。
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【０１１１】
　変動パターン設定処理（ステップＳ３０２）：特別図柄の可変表示の変動パターン（可
変表示態様）を、ランダム４の値に応じて決定する。このとき、演出制御基板８０に対し
て、最終停止図柄の変動態様（変動パターン）を指令する情報が演出制御コマンドとして
送信される。また、変動パターンに応じた変動時間タイマをスタートさせる。そして、内
部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０３に移行するように更新する。なお
、演出制御手段は、ステップＳ３０２において受信した演出制御コマンドに示される最終
停止図柄の種類に関わらず、任意に図柄を選択し表示してもよい。すなわち、演出制御手
段は、受信した演出制御コマンドに示される最終停止図柄が確変図柄であるか確変図柄以
外の図柄であるかに関わらず、全ての種類の飾り図柄のうちから可変表示装置９に表示さ
せる図柄を選択する。従って、可変表示装置９にいずれの種類の飾り図柄が表示される場
合であっても、遊技状態が確変状態である場合がありうる。また、可変表示装置９にいず
れの種類の飾り図柄が表示される場合であっても、遊技状態が確変状態以外の状態である
場合がありうる。
【０１１２】
　特別図柄変動処理（ステップＳ３０３）：所定時間（ステップＳ３０２の変動時間タイ
マで示された時間）が経過すると、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３
０４に移行するように更新する。
【０１１３】
　特別図柄停止処理（ステップＳ３０４）：可変表示装置９において表示される全図柄が
停止されるように制御する。具体的には、特別図柄停止を示す演出制御コマンドが送信さ
れる状態に設定する。そして、大当りである場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラ
グ）をステップＳ３０５に移行するように更新する。そうでない場合には、内部状態をス
テップＳ３００に移行するように更新する。
【０１１４】
　大入賞口開放開始処理（ステップＳ３０５）：大入賞口を開放する制御を開始する。具
体的には、カウンタやフラグを初期化するとともに、ソレノイド２１を駆動して大入賞口
を開放する。また、プロセスタイマによって大入賞口開放中処理の実行時間を設定し、大
当り中フラグをセットする。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ
３０６に移行するように更新する。
【０１１５】
　大入賞口開放中処理（ステップＳ３０６）：大入賞口ラウンド表示の演出制御コマンド
を演出制御基板８０に送出する制御や大入賞口の閉成条件の成立を確認する処理等を行う
。最後の大入賞口の閉成条件が成立したら、内部状態をステップＳ３０７に移行するよう
に更新する。
【０１１６】
　特定領域有効時間処理（ステップＳ３０７）：Ｖ入賞スイッチ２２の通過の有無を監視
して、大当り遊技状態継続条件の成立を確認する処理を行う。大当り遊技状態継続の条件
が成立し、かつ、まだ残りラウンドがある場合には、内部状態をステップＳ３０５に移行
するように更新する。また、所定の有効時間内に大当り遊技状態継続条件が成立しなかっ
た場合、または、全てのラウンドを終えた場合には、内部状態をステップＳ３０８に移行
するように更新する。
【０１１７】
　大当り終了処理（ステップＳ３０８）：大当り遊技状態が終了したことを遊技者に報知
する表示制御を演出制御手段に行わせるための制御を行う。そして、内部状態をステップ
Ｓ３００に移行するように更新する。
【０１１８】
　図１４は、特別図柄プロセス処理における特別図柄通常処理（ステップＳ３００）を示
すフローチャートである。特別図柄通常処理において、ＣＰＵ５６は、特別図柄の変動を
開始することができる状態（例えば特別図柄プロセスフラグの値がステップＳ３００を示
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す値となっている場合）には（ステップＳ５１）、始動入賞記憶数（保留記憶数）の値を
確認する（ステップＳ５２）。具体的には、始動入賞記憶カウンタのカウント値を確認す
る。なお、特別図柄プロセスフラグの値がステップＳ３００を示す値となっている場合と
は、特別図柄表示器８において図柄の変動がなされていず、かつ、大当り遊技中でもない
場合である。
【０１１９】
　保留記憶数が０でなければ、保留記憶数＝１に対応する保存領域に格納されている各乱
数値を読み出してＲＡＭ５５の乱数バッファ領域に格納するとともに（ステップＳ５４）
、保留記憶数の値を１減らし（始動入賞記憶カウンタの値を１減らし）、かつ、各保存領
域の内容をシフトする（ステップＳ５５）。すなわち、保留記憶数＝ｎ（ｎ＝２，３，４
）に対応する保存領域に格納されている各乱数値を、保留記憶数＝ｎ－１に対応する保存
領域に格納する。よって、各保留記憶数に対応するそれぞれの保存領域に格納されている
各乱数値が抽出された順番は、常に、保留記憶数＝１，２，３，４の順番と一致するよう
になっている。すなわち、この例では、ＣＰＵ５６は、可変表示の開始条件が成立する毎
に、各保存領域の内容をシフトする処理を実行する。
【０１２０】
　また、ＣＰＵ５６は、確変終了とするか否かの判定を行う（ステップＳ５５１～Ｓ５５
３）。具体的には、確変フラグがセットされている場合には（ステップＳ５５１）、確変
終了用乱数（ランダム９）を保存領域から読み出して（ステップＳ５５２）、読み出した
ランダム９の値が、確変終了値と一致するか否か判定し（ステップＳ５５３）、一致する
場合には、確変フラグをリセットして確変状態を終了させる（ステップＳ５５４）。また
、確変状態を終了させると、ＣＰＵ５６は、特別図柄や飾り図柄の変動の結果を大当り図
柄とするか否かを判定するために用いる判定用テーブルを、確変状態で用いる特別テーブ
ルから通常テーブルに変更する。従って、ランダム９の値にもとづいて確変状態が終了し
たときに、ステップＳ５７の大当り判定において低確率状態にもとづく抽選が実行される
。
【０１２１】
　次いで、ＣＰＵ５６は、乱数格納バッファから大当り判定用乱数を読み出し（ステップ
Ｓ５６）、大当り判定モジュールを実行する（ステップＳ５７）。大当りとすることに決
定した場合には（ステップＳ５８）、ＣＰＵ５６は、大当りフラグをセットする（ステッ
プＳ５９）。大当り判定モジュールは、大当り判定用乱数が、あらかじめ決められている
大当り判定値と一致したら大当りとすることに決定するプログラムである。なお、ＣＰＵ
５６は、確変状態である場合には、例えば、特別テーブルを用いて大当りとするか否かを
判定することによって、通常状態と比べて１０倍高い確率で大当りとすることを決定する
。また、ステップＳ５５１～Ｓ５５３において確変を終了すると決定した場合には、ＣＰ
Ｕ５６は、通常テーブルを用いて大当りとするか否かを判定する。
【０１２２】
　また、ＣＰＵ５６は、大当りとすることに決定すると、確変とするか否かを判定する確
変判定処理を行う（ステップＳ５９ａ～５９ｄ）。ＣＰＵ５６は、乱数格納バッファから
確変判定用乱数を読み出し（ステップＳ５９ａ）、確変判定モジュールを実行する（ステ
ップＳ５９ｂ）。確変とすることに決定した場合には（ステップＳ５９ｃ）、ＣＰＵ５６
は、確変決定フラグをセットする（ステップＳ５９ｄ）。そして、特別図柄プロセスフラ
グの値を特別図柄停止図柄設定処理に対応した値に更新する（ステップＳ６０）。なお、
確変決定フラグは、遊技状態を確変状態に移行させることを決定したことを示すフラグで
ある。また、確変判定モジュールは、確変判定用乱数が、あらかじめ決められている確変
判定値と一致したら確変とすることに決定するプログラムである。
【０１２３】
　以上のように、大当りとすると判定した場合に確変判定用乱数を用いて確変とするか否
かを判定するので、大当り図柄の種類に関係なく、遊技状態を確変状態に移行させるよう
に制御することができる。そのため、大当り図柄によって確変状態に移行するか否か判別
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されてしまうことを防止することができ、遊技者の遊技意欲の低減を防止することができ
る。
【０１２４】
　また、確変を終了させるか否かを抽選により判定するので、確変状態の継続回数から確
変状態が終了したか否かを遊技者に推測されることを防止できる。そのため、確変状態の
継続回数に関わらず、遊技者に確変状態がまだ継続しているかもしれないとの期待感を煽
ることができるとともに、確変状態がもう終了してしまったかもしれないという不安感を
煽ることができ、遊技者の遊技興趣を向上させることができる。
【０１２５】
　また、確変状態を終了するか否かの判定結果を、直ちに大当り判定に反映するので、確
変状態を終了するか否かの判定を行ってから大当り判定を行うまでの時間を短くすること
ができ、確変状態の終了判定の結果を保存する時間を短くすることができる。そのため、
判定結果を保存する時間を短くすることによって、確変状態の終了判定の結果の内容が改
竄されにくくすることができる。
【０１２６】
　なお、大当りとすると判定した場合に、無条件で確変状態に移行させると決定するよう
にしてもよい。この場合、ＣＰＵ５６は、大当りとすることを決定し大当りフラグをセッ
トすると、ステップＳ５９ａ～Ｓ５９ｃの処理を行わずに、そのまま確変決定フラグをセ
ットする。
【０１２７】
　図１５は、特別図柄プロセス処理における変動パターン設定処理（ステップＳ３０２）
を示すフローチャートである。変動パターン設定処理において、ＣＰＵ５６は、まず、乱
数格納バッファから変動パターン決定用乱数を読み出し、読み出した変動パターン決定用
乱数の値にもとづいて、変動パターンテーブルを用いて特別図柄の変動パターンを決定す
る（ステップＳ２０４）。具体的には、変動パターン決定用乱数値と一致する判定値に対
応した変動パターンが特別図柄表示装置８にて実行される特別図柄の変動パターンと決定
される。なお、この実施の形態では、確変状態と通常状態とで、図１２に示す共通の変動
パターンテーブルを用いて、特別図柄および飾り図柄の変動パターンが決定される。
【０１２８】
　次いで、ＣＰＵ５６は、決定された変動パターン（変動時間）に応じた変動パターン指
定の演出制御コマンド（変動パターンコマンド）を送信する制御を行う（ステップＳ２０
５）。
【０１２９】
　そして、ＣＰＵ５６は、特別図柄プロセスタイマに変動時間をセットする（ステップＳ
２０６）。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０３に応じた値
に更新する（ステップＳ２０７）。
【０１３０】
　図１６は、特別図柄の変動時間が経過したときに実行される特別図柄停止処理（ステッ
プＳ３０４）を示すフローチャートである。特別図柄停止処理において、ＣＰＵ５６は、
特別図柄停止を示す演出制御コマンドを送信する処理を行う（ステップＳ７１）。
【０１３１】
　次いで、ＣＰＵ５６は、大当りであることを示す大当りフラグがセットされているか否
か確認する（ステップＳ７２）。大当りフラグがセットされていれば、ＣＰＵ５６は、確
変フラグをリセットし（ステップＳ７４）、確変回数カウンタをクリアする（ステップＳ
７４ａ）。確変回数カウンタは、あと何回の特別図柄の変動がなされたら確変状態が終了
するのかを示す回数（可変表示可能回数）が設定されているカウンタである。
【０１３２】
　また、ＣＰＵ５６は、確変状態に復旧した旨を報知中であることを示す確変報知フラグ
がセットされているか否かを確認する（ステップＳ７４ｂ）。確変報知フラグがセットさ
れていなければ、ＣＰＵ５６は、そのままステップＳ８９に移行する。確変報知フラグが
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セットされていれば、ＣＰＵ５６は、通常表示指定の演出制御コマンド（通常表示指定コ
マンド）を演出制御手段（演出制御基板８０）に送信する処理を実行する（ステップＳ７
４ｃ）。演出制御用ＣＰＵ１０１は、通常表示指定コマンドを受信すると、音、表示、発
光体などを用いた演出を停止し、確変状態に復旧した旨の報知を終了する。また、通常表
示指定コマンドを送信すると、ＣＰＵ５６は、確変状態に復旧した旨を報知中であること
を示す確変報知フラグをリセットし（ステップＳ７４ｄ）、ステップＳ８９に移行する。
通常表示指定コマンドを送信した際に確変報知フラグをリセットすることによって、遊技
機への電力供給の復旧後、最初の大当りまでは確変状態であることを報知するが、最初の
大当り後には報知しないようにできる。
【０１３３】
　なお、有利状態報知処理において、遊技制御手段側で確変報知フラグをセットするので
なく、演出制御手段側で確変報知フラグをセットしている場合、ステップＳ７４ｃにおい
て、通常表示指定コマンドを受信すると、演出制御用ＣＰＵ１０１が確変報知フラグをリ
セットするようにしてもよい。
【０１３４】
　ステップＳ７２において大当りフラグがセットされていなければ、ＣＰＵ５６は、確変
状態であることを示す確変フラグがセットされているか否か確認する（ステップＳ７７）
。セットされていれば、確変回数カウンタの値を－１する（ステップＳ７８）。確変回数
カウンタの値が０になった場合には、確変フラグをリセットして確変状態を終了させる（
ステップＳ７９，Ｓ８０）。また、ステップＳ７７において確変フラグがセットされてい
ないことを確認したら、ＣＰＵ５６は、ステップＳ８９に移行する。
【０１３５】
　ステップＳ８９では、特別図柄の変動の停止図柄が大当り図柄であった場合には、内部
状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０５に移行するように更新する。そうで
ない場合には、内部状態をステップＳ３００に移行するように更新する。
【０１３６】
　以上のように、大当りの場合に確変報知フラグがセットされていれば、通常表示指定コ
マンドを演出制御手段に送信するので、有利状態報知処理で確変状態に復旧した旨の報知
を行ったあと、最初の大当りまで報知を継続するように制御できる。そのため、最初の大
当り後には遊技状態を遊技者が認識できないようにすることができ、遊技者の遊技意欲を
維持させることができる。また、確変状態に復旧した旨の報知を消すと、遊技状態が認識
できないようになるので、確変状態が維持されていることが認識可能な状態で報知を消す
ことができなくなり、遊技店の開店時に不正に確変状態に移行されることが防止される。
【０１３７】
　なお、この実施の形態では、遊技制御手段が確変報知フラグがセットされていることに
もとづいて、通常表示指定コマンドを送信することによって、演出制御手段に報知を終了
させる場合を説明したが、演出制御手段が大当りの発生を検出し報知を終了するようにし
てもよい。この場合、例えば、演出制御手段は、遊技制御手段から大当り遊技状態の演出
制御コマンドを受信すると、大当りが発生したと判断し、確変状態に復旧した旨の報知を
終了する。
【０１３８】
　図１７は、大当り遊技が終了したときに実行される大当り終了処理を示すフローチャー
トである。大当り終了処理において、ＣＰＵ５６は、確変決定フラグがセットされている
か否かを確認する（ステップＳ９１）。確変決定フラグがセットされている場合には、Ｃ
ＰＵ５６は、確変フラグをセットし（ステップＳ９２）、さらに、確変回数カウンタに所
定値をセットする（ステップＳ９３）。この実施の形態では、ランダム１１（始動入賞時
または変動開始時に抽出されてＲＡＭ５５に保存されている）に応じて、１００、２００
、５００または１０００が確変回数カウンタに設定される。なお、ＣＰＵ５６は、必ず所
定回の確変継続回数を決定するのでなく、ランダム１１に応じて、確変パンクが成立する
まで確変を無制限に継続させるように制御することを決定してもよい。また、演出制御手
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段に、大当り遊技状態の終了を通知するために、大当り終了表示指定の演出制御コマンド
（大当り終了表示指定コマンド）を送信する処理を行う（ステップＳ９４）。そして、特
別図柄プロセスフラグの値を、特別図柄通常処理（ステップＳ３００）に応じた値にする
（ステップＳ９６）。
【０１３９】
　確変決定フラグがセットされていなかった場合には、ＣＰＵ５６は、演出制御手段に、
大当り遊技状態の終了を通知するために、大当り終了表示指定の演出制御コマンドを送信
する処理を行う（ステップＳ９５）。そして、ステップＳ９６に移行する。なお、ステッ
プＳ９４とステップＳ９５とにおいて、演出制御手段は、大当り終了表示コマンドを受信
すると、同様の演出態様の大当りの終了を表示する演出処理を実行する。すなわち、演出
制御手段は、遊技演出を行う際の遊技制御を実行する状態が確変状態であるか否かに関わ
らず、共通の演出データにもとづいて共通の遊技演出を実行する。なお、演出制御手段は
、複数の演出データの中から所定の選択割合で（例えば、乱数を用いた抽選によって）１
つの演出データを選択し、選択した演出データを用いて遊技演出を行ってもよい。この場
合、演出制御手段は、確変状態であるか否かに関わらず、同じ選択割合で演出データを選
択し遊技演出（例えば、大当り終了を表示する演出や、キャラクタ画像などを用いた予告
演出）を行う。
【０１４０】
　次に、演出制御手段の動作を説明する。図１８は、演出制御用ＣＰＵ１０１が実行する
メイン処理を示すフローチャートである。メイン処理では、まず、ＲＡＭ領域のクリアや
各種初期値の設定、また演出制御の起動間隔を決めるためのタイマの初期設定等を行うた
めの初期化処理を行う（ステップＳ７０１）。その後、演出制御用ＣＰＵ１０１は、タイ
マ割込フラグの監視（ステップＳ７０２）の確認を行うループ処理に移行する。タイマ割
込が発生すると、演出制御用ＣＰＵ１０１は、タイマ割込処理においてタイマ割込フラグ
をセットする。メイン処理において、タイマ割込フラグがセットされていたら、演出制御
用ＣＰＵ１０１は、そのフラグをクリアし（ステップＳ７０３）、以下の演出制御処理を
実行する。
【０１４１】
　この実施の形態では、タイマ割込は３３ｍｓ毎にかかる。すなわち、演出制御処理は、
３３ｍｓ毎に起動される。また、この実施の形態では、タイマ割込処理ではフラグセット
のみがなされ、具体的な演出制御処理はメイン処理において実行されるが、タイマ割込処
理で演出制御処理を実行してもよい。
【０１４２】
　演出制御処理において、演出制御用ＣＰＵ１０１は、まず、受信されている演出制御コ
マンドを解析する（コマンド解析実行処理：ステップＳ７０４）。次いで演出制御用ＣＰ
Ｕ１０１は、演出制御プロセス処理を行う（ステップＳ７０５）。演出制御プロセス処理
では、制御状態に応じた各プロセスのうち、現在の制御状態に対応したプロセスを選択し
て実行する。そして、予告乱数カウンタを更新する処理を実行する（ステップＳ７０６）
。その後、ステップＳ７０２のタイマ割込フラグの確認を行う処理に戻る。なお、遊技制
御手段は、演出制御コマンドとともにコマンドの取込を指示するための取込信号を出力し
、取込信号は演出制御用ＣＰＵ１０１の割込端子に入力され、演出制御用ＣＰＵ１０１は
、割込処理によって演出制御コマンドを受信する。
【０１４３】
　ここで、変動パターン毎に設定されているプロセスデータについて説明する。プロセス
データは、プロセスタイマ設定値と演出制御実行データの組み合わせが複数集まったデー
タで構成されている。演出制御実行データは、表示制御実行データとランプ制御実行デー
タとを含む。表示制御実行データは、図柄の変動期間中における可変表示装置９の表示状
態を示すデータが設定されている。また、ランプ制御実行データは、図柄の変動期間中に
おけるランプ・ＬＥＤの表示状態を示すデータが設定されている。そして、図柄の変動期
間中において、表示状態を切り替えるタイミング（例えば可変表示装置９において新たな
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キャラクタが登場するタイミング、ランプ・ＬＥＤを点灯状態から消灯状態に切り替える
タイミング）が到来すると、演出制御手段は、プロセスデータにおける次の演出制御実行
データに従って、可変表示装置９およびランプ・ＬＥＤの表示状態を制御する。プロセス
タイマ設定値には、切替のタイミングに応じた時間が設定されている。
【０１４４】
　プロセスデータは、演出制御基板８０におけるＲＯＭに格納されている。また、プロセ
スデータは、図柄の変動パターンのそれぞれに応じて用意されている。なお、この実施の
形態では、通常状態と確変状態とで同じ変動パターンテーブルを用いて変動パターンを決
定するので、演出制御基板８０におけるＲＯＭが記憶するプロセスデータの容量も減らす
ことができる。
【０１４５】
　このように、演出制御手段が、ＲＯＭに記憶されているプログラムおよびプロセスデー
タにもとづいて演出手段を制御し、複数の演出手段（この実施の形態では可変表示装置９
およびランプ・ＬＥＤ）の制御に関わるプログラムが、演出制御基板８０に搭載されてい
るＲＯＭに格納されている。そして、それらのプログラムを格納するＲＯＭを１つのＲＯ
Ｍとして構成することができる。
【０１４６】
　図１９は、図１８に示されたメイン処理における演出制御プロセス処理（ステップＳ７
０５）を示すフローチャートである。演出制御プロセス処理では、演出制御プロセスフラ
グの値に応じてステップＳ８００～Ｓ８０６のうちのいずれかの処理が行われる。各処理
において、以下のような処理が実行される。
【０１４７】
　変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップＳ８００）：コマンド受信割込処理によ
って、変動時間を特定可能な演出制御コマンド（変動パターンコマンド）を受信したか否
か確認する。具体的には、変動パターンコマンドが受信されたことを示すフラグ（変動パ
ターン受信フラグ）がセットされたか否か確認する。変動パターン受信フラグは、コマン
ド解析処理によって、変動パターン指定の演出制御コマンドが受信されたことが確認され
た場合にセットされる（ステップＳ６２３）。
【０１４８】
　予告選択処理（ステップＳ８０１）：例えばキャラクタ画像を用いた予告演出（飾り図
柄の停止図柄が大当り図柄となること、またはリーチが発生することを事前に報知するた
めの演出）を行うか否かと、行う場合の予告演出の種類を決定する。
【０１４９】
　全図柄変動開始処理（ステップＳ８０２）：飾り図柄の左中右図柄の変動が開始される
ように制御する。
【０１５０】
　図柄変動中処理（ステップＳ８０３）：変動パターンを構成する各変動状態（変動速度
）の切替タイミングを制御するとともに、変動時間の終了を監視する。また、左右図柄の
停止制御を行う。
【０１５１】
　全図柄停止待ち設定処理（ステップＳ８０４）：変動時間の終了時に、全図柄停止を指
示する演出制御コマンド（飾り図柄停止の演出制御コマンド）を受信していたら、図柄の
変動を停止し停止図柄（確定図柄）を表示する制御を行う。なお、演出制御手段は、遊技
制御手段から受信した最終停止図柄の種類を指令する演出制御コマンドに基づいて、確変
状態であるか否かに関わらず、大当り発生時に、同じ飾り図柄の選択テーブルを用いて、
同じ選択割合で可変表示装置９に表示させる飾り図柄を決定する。また、演出制御手段は
、異なる選択テーブルを用いて、確変状態と通常状態とで異なる選択割合で飾り図柄を決
定してもよい。なお、異なる選択テーブルを用いて飾り図柄を決定する場合であっても、
全ての種類の図柄（例えば、「１」から「９」までの全ての図柄）が、可変表示装置９に
表示させる飾り図柄として決定される可能性がある。また、演出制御手段は、全図柄停止
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待ち設定処理（ステップＳ８０４）ではなく、全図柄変動開始処理（ステップＳ８０２）
又は図柄変動中処理（ステップＳ８０３）を実行するときに、可変表示装置９に表示させ
る飾り図柄を予め決定する処理を実行してもよい。
【０１５２】
　大当り表示処理（ステップＳ８０５）：変動時間の終了後、確変大当り表示または通常
大当り表示の制御を行う。なお、この実施の形態では、確変大当り時であるか通常大当り
時であるに関わらず、共通の演出データにもとづいて共通の遊技演出が実行される。
【０１５３】
　大当たり遊技中処理（ステップＳ８０６）：大当たり遊技中の制御を行う。例えば、大
入賞口開放前表示や大入賞口開放時表示の演出制御コマンドを受信したら、ラウンド数の
表示制御等を行う。
【０１５４】
　以上に説明したように、この実施の形態では、確変状態であるか、通常状態であるかの
報知演出を、電源投入時を除き全く行わないので、特定有利状態（例えば確変状態）の継
続回数を遊技者が把握することが困難になって、特定有利状態に対する遊技者の興味を向
上させることができるとともに、現在の遊技状態が特定有利状態であるか否が遊技者に認
識されないようになって、遊技者の遊技意欲を維持させることができる。
【０１５５】
　また、この実施の形態では、電源投入時に確変状態に復旧されるときはその旨を報知す
るように構成されているので、確変状態であることを外部から判別することができ、遊技
店が、確変状態から営業を開始（特に開店直後）する行為を防止することができる。逆に
、確変状態であるか、通常状態であるかの報知を全く行わないと、例えば確変状態のまま
遊技が開始（特に開店直後）され、遊技店が不利益を受けてしまうおそれがある。この実
施の形態では、電源投入時に確変状態に復旧されるときは、その旨を報知する構成として
いるので、遊技店が不利益を受けてしまうことを防止することができる。
【０１５６】
　また、電源投入時に確変状態に復旧されるときに必ずその旨を報知すると、遊技中に故
意に瞬停状態を発生させることによって、確変状態であるか通常状態であるかを認識され
てしまう虞がある。この実施の形態では、電源投入時に瞬停状態からの電源復旧であるか
否かを判断し、瞬停状態からの電源復旧であると判断した場合に確変状態に復旧するとき
には、その旨を通知しない構成としているので、故意に瞬停状態を発生させることによっ
て、確変状態であるか否かを認識されてしまうことを防止することができる。
【０１５７】
　なお、電源投入時に確変状態に復旧されるときの報知は、例えば、所定期間（例えば１
０秒、１分、１０分）が経過したときに終了するようにしてもよい。また、例えば、電源
投入後に最初に特別図柄や飾り図柄の可変表示が実行されるときまで報知を行うようにし
てもよい。この実施の形態では、電源投入後に最初に大当りが発生したときまで報知を行
うように構成されているので、所定期間が経過したあと、また、電源投入後に最初に特別
図柄や飾り図柄の可変表示が実行されるときまで報知を行うとしたときには、特別図柄や
飾り図柄の可変表示演出が開始したあと、あるいは最初に大当りとなったあとは、遊技状
態を遊技者が認識できないようにすることができ、遊技者の遊技意欲を維持させることが
できる。また、有利状態である旨の報知を消す行為（例えば、遊技店にて特別図柄や飾り
図柄の可変表示を実行させたり、大当りを発生させたりすることで報知を消す行為）を行
うと、報知は消えるが報知を消した後の遊技状態がランダムに変化するので、遊技状態が
認識できない状態となる。そのため、有利状態が維持されていることが認識可能な状態で
報知を消すことはできず、遊技店の開店時に不正に有利状態に移行されている状態とされ
ることが防止できる。
【０１５８】
　また、この実施の形態では、電源投入時に確変状態に復旧されるときに、その旨を報知
するようにしていたが、通常状態であるときにその旨を報知するようにしてもよい。
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【０１５９】
　また、この実施の形態では、電源投入時に確変状態に復旧されるときに、その旨を報知
するようにしていたが、電源が供給されている状態のまま遊技の制御状態が所定期間（例
えば遊技店の閉店時間から開店時間までの期間、３時間、６時間、９時間など）停止して
いたときに、確変状態であるときは、その旨を報知するようにしてもよい。例えば、演出
制御手段あるいは遊技制御手段が、遊技の制御状態が停止している期間（特別図柄や飾り
図柄の可変表示が実行されない期間、始動入賞が発生しない期間、デモンストレーション
画面が継続して表示されている期間など）を計測し、所定期間が経過したときに、例えば
確変状態であるか否かを確認し、確変状態であれば確変であることを報知（例えば図７（
Ｂ）のような画像を表示）するための処理を行うようにすればよい。このように構成すれ
ば、遊技店の閉店時から翌日の開店時までの間、電源を切ることなく特定有利状態を維持
させておくような行為が行われても、特定有利状態に移行された状態であることを報知し
ておくことができるため、遊技機の電源を切ることなく特定遊技状態を維持させておくよ
うな不正行為が行われることを防止することができる。
【０１６０】
実施の形態２．
　第１の実施の形態では、所定の移行条件が成立すると遊技状態を確変状態に移行させる
制御のみを行うようにしたが、確変状態に加えて、遊技状態を時短状態に移行させる制御
を行うようにしてもよい。以下、所定の移行条件の成立により遊技状態を確変状態または
時短状態に移行させる第２の実施の形態を説明する。
【０１６１】
　なお、本実施の形態において、第１の実施の形態と同様の構成および処理をなす部分に
ついてはその詳細な説明を省略し、主として第１の実施の形態と異なる部分について説明
する。
【０１６２】
　特別図柄変動時間短縮（時短）状態では、特別図柄や飾り図柄の変動時間（可変表示期
間）が、通常状態である場合に比べて短縮される。時短状態は、所定回の特別図柄の変動
が終了するまで、または、大当りが発生するまで継続する。この実施の形態では、所定回
は１００回とするが、所定回を抽選によって複数種類のうちから選択してもよい。時短状
態では、特別図柄の変動時間が短縮されるので、特別図柄の変動が開始される頻度が高く
なり（換言すれば、保留記憶の消化が速くなる。）、結果として、大当り遊技が行われる
可能性が高まる。なお、この実施の形態において、高確率状態は確変状態であり、低確率
状態は、時短状態と通常状態とを含む。
【０１６３】
　この実施の形態では、確変状態および時短状態において、可変入賞球装置１５の開放時
間や開放回数の延長や普通図柄表示器１０における変動時間の短縮はなされないようにし
、普通図柄表示器１０における停止図柄が当り図柄になる確率を高めるようにしないこと
とする。また、この実施の形態では、確変状態、時短状態または通常状態であるかという
制御状態に関わらず、共通な背景画像を用い、全て共通の演出態様で各電気部品（例えば
、可変表示装置９、スピーカ２７、ランプなどの発光体）の制御を行うこととする。なお
、時短状態において、可変入賞装置１５の開放時間と開放回数とのうちの一方または双方
が、確変状態および通常状態に比べて高められるようにしたり、普通図柄表示器１０にお
ける変動時間が短縮されるようにしてもよい。この場合、例えば、時短回数カウンタの初
期値として設定する値を乱数を用いてランダムに決定し、確変時と時短時とで共通の変動
パターンテーブルを用いて変動パターンを選択するようにしてもよい。そのようにすれば
、時短状態において可変入賞装置１５の開放時間や開放回数を高めたとしても、遊技者が
確変状態であるか時短状態であるかを容易に認識できないようにすることができる。
【０１６４】
　図２０は、この実施の形態で用いられる飾り図柄の停止図柄と、制御される遊技状態と
の関係を示す説明図である。図２０に示す例では、飾り図柄の左中右図柄が１、３、５、
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７、９または１１で揃うと、大当り遊技終了後に、遊技状態（遊技機の制御状態）が確変
状態または時短状態に移行する。以下、遊技状態を確変状態または時短状態に移行させる
図柄である１、３、５、７、９または１１の図柄を、確変／時短図柄ともいう。
【０１６５】
　飾り図柄の左中右図柄が確変／時短図柄で揃った場合に、遊技状態を確変状態または時
短状態のいずれの制御状態に移行させるかは、遊技制御手段によるランダム１０を用いた
判定結果によって決まる。すなわち、遊技制御手段は、ランダム１０があらかじめ決めら
れている値と一致した場合には、遊技状態を確変状態に移行させる。また、遊技制御手段
は、ランダム１０があらかじめ決められている値と一致しなかった場合には、遊技状態を
時短状態に移行させる。なお、遊技制御手段は、例えば、大当り時に、ランダム３を用い
て決定した特別図柄に基づいて、飾り図柄の左中右図柄が確変／時短図柄で揃ったか否か
を判断することができる。
【０１６６】
　図２１は、第２の実施の形態における有利状態報知処理の例を示すフローチャートであ
る。第１の実施の形態では確変フラグがオンであるか否かの確認だけを行ったが、この実
施の形態では、確変フラグがオンでない場合には、ＣＰＵ５６は、ＲＡＭ５５に格納され
ている時短フラグがオンであるか否かを確認する（ステップＳ１５５ｇ）。時短フラグが
オンであれば（ステップＳ１５５ｇ）、ＲＯＭ５４に格納されている時短報知時コマンド
送信テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し（ステップＳ１５５ｈ）、その内容に従
って時短報知を指定する演出制御コマンド（時短報知指定コマンド）を演出制御基板８０
に送信する処理を実行する（ステップＳ１５５ｉ）。演出制御用ＣＰＵ１０１は、時短報
知指定コマンドを受信すると、音、表示、発光体などを用いて時短状態に復旧する旨を遊
技者に報知するための処理を実行する。なお、有利状態報知処理のその他の処理は、第１
の実施の形態における処理と同じである。
【０１６７】
　なお、ＣＰＵ５６は、第１の実施の形態と同様に、確変報知指定コマンドを送信すると
、確変状態に復旧した旨を報知中であることを示す確変報知フラグをセットするようにし
てもよい。さらに、ＣＰＵ５６は、時短報知指定コマンドを送信すると、時短状態に復旧
した旨を報知中であることを示す時短報知フラグをセットするようにしてもよい。
【０１６８】
　この実施の形態では、確変報知指定コマンドを受信した場合には、演出制御用ＣＰＵ１
０１は、図７（Ｂ）に示す確変復旧報知画像を用いた報知を行う。また、時短報知指定コ
マンドを受信した場合には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、図７（Ｃ）に示す時短復旧報知
画像を用いた報知を行う。
【０１６９】
　次に、第２の実施の形態における特別図柄通常処理（ステップＳ３００）を説明する。
第１の実施の形態では、図１４に示すように、大当りにすることを決定し大当りフラグを
セットした後に確変判定処理を行ったが、この実施の形態では、ＣＰＵ５６は、特別図柄
通常処理において、確変とするか否かを判定する確変判定処理を行わない（図１４のステ
ップＳ５９ａ～Ｓ５９ｄ参照）。なお、この実施の形態では、ＣＰＵ５６は、確変判定処
理を大当り終了処理において行う。また、特別図柄通常処理のその他の処理は、第１の実
施の形態における処理と同じである。
【０１７０】
　図２２は、第２の実施の形態における特別図柄停止処理（ステップＳ３０４）を示すフ
ローチャートである。第１の実施の形態では、特別図柄停止処理において確変フラグおよ
び確変回数カウンタの制御だけを行ったが、図２３に示すように、この実施の形態では、
ＣＰＵ５６は、確変フラグ及び確変回数カウンタに加えて、時短フラグおよび時短回数カ
ウンタの制御を行う。
【０１７１】
　特別図柄停止処理において、ＣＰＵ５６は、特別図柄停止を示す演出制御コマンドを送
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信する処理を行う（ステップＳ７１）。次いで、ＣＰＵ５６は、停止図柄が大当り図柄で
あるか否か確認する（ステップＳ７２）。大当り図柄であれば、確変フラグおよび時短フ
ラグをリセットする（ステップＳ７４，Ｓ７５）。また、ＣＰＵ５６は、確変回数カウン
タおよび時短回数カウンタをクリアし（ステップＳ７５ａ，Ｓ７５ｂ）、ステップＳ８９
に移行する。
【０１７２】
　なお、ステップＳ７５ｂの処理を実行すると、有利状態報知処理で確変報知フラグがセ
ットされている場合には、ＣＰＵ５６は、第１の実施の形態と同様に、通常表示指定の演
出制御コマンド（通常表示指定コマンド）を演出制御手段（演出制御基板８０）に送信す
る処理を実行し、確変状態に復旧した旨を報知中であることを示す確変報知フラグをリセ
ットしてから、ステップＳ８９に移行してもよい（図１６のステップＳ７４ｂ～Ｓ７４ｄ
参照）。さらに、時短報知フラグがセットされている場合、ＣＰＵ５６は、通常表示指定
コマンドを演出制御手段に送信する処理を実行し、時短状態に復旧した旨を報知中である
ことを示す時短報知フラグをリセットしてから、ステップＳ８９に移行してもよい。
【０１７３】
　停止図柄が大当り図柄でなければ、確変状態であることを示す確変フラグがセットされ
ているか否か確認する（ステップＳ７７）。セットされていれば、確変回数カウンタの値
を－１する（ステップＳ７８）。そして、確変回数カウンタの値が０になった場合には、
確変フラグをリセットして確変状態を終了させる（ステップＳ７９，Ｓ８０）。
【０１７４】
　ステップＳ７７において確変フラグがセットされていないことを確認したら、ＣＰＵ５
６は、時短フラグがセットされているか否か確認する（ステップＳ８４）。セットされて
いれば、時短回数カウンタの値を－１する（ステップＳ８５）。時短回数カウンタの値が
０になった場合には（ステップＳ８６）、時短フラグをリセットして時短状態を終了させ
（ステップＳ８７）、ステップＳ８９に移行する。なお、時短回数カウンタは、あと何回
の特別図柄の変動がなされたら時短状態が終了するのかを示す回数（可変表示可能回数）
が設定されているカウンタである。
【０１７５】
　ステップＳ８９では、特別図柄の変動の停止図柄が大当り図柄であった場合には、内部
状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０５に移行するように更新する。そうで
ない場合には、内部状態をステップＳ３００に移行するように更新する。
【０１７６】
　図２３は、第２の実施の形態における大当り終了処理を示すフローチャートである。第
１の実施の形態では、特別図柄通常処理において確変とするか否かを判定する確変判定処
理を行ったが、図２３に示すように、この実施の形態では、ＣＰＵ５６は、大当り終了処
理において確変判定処理を行う。
【０１７７】
　大当り終了処理において、ＣＰＵ５６は、大当り遊技の起因となった特別図柄の停止図
柄（大当り図柄である）が確変／時短図柄であったか否か確認する（ステップＳ９１ａ）
。確変／時短図柄であった場合には、ＣＰＵ５６は、確変とするか否かを判定する確変判
定処理を行う（ステップＳ９１ｂ～９１ｄ）。ＣＰＵ５６は、乱数格納バッファから確変
判定用乱数を読み出し（ステップＳ９１ｂ）、確変判定モジュールを実行する（ステップ
Ｓ９１ｃ）。確変とすることに決定した場合には（ステップＳ９１ｄ）、ＣＰＵ５６は、
確変フラグをセットする（ステップＳ９２）。また、ＣＰＵ５６は、確変回数カウンタに
所定値をセットする（ステップＳ９３）。そして、ステップＳ９４に移行する。この実施
の形態では、ランダム１１（始動入賞時または変動開始時に抽出されてＲＡＭ５５に保存
されている）に応じて、１００、２００、５００または１０００が確変回数カウンタに設
定される。なお、ＣＰＵ５６は、必ず所定回の確変継続回数を決定するのでなく、ランダ
ム１１に応じて、確変パンクが成立するまで確変を無制限に継続させるように制御するこ
とを決定してもよい。
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【０１７８】
　確変とすることに決定しなかった場合には、ＣＰＵ５６は、時短フラグをセットし（ス
テップＳ９１ｅ）、さらに、時短回数カウンタに所定値をセットする（ステップ９１ｆ）
。そして、ステップＳ９４に移行する。なお、この実施の形態では、時短回数カウンタに
は１００が設定される。
【０１７９】
　また、ＣＰＵ５６は、演出制御手段に、大当り遊技状態の終了を通知するために、大当
り終了表示指定の演出制御コマンド（大当り終了表示指定コマンド）を送信する処理を行
う（ステップＳ９４）。そして、特別図柄プロセスフラグの値を、特別図柄通常処理（ス
テップＳ３００）に応じた値にする（ステップＳ９６）。
【０１８０】
　飾り図柄の停止図柄が確変／時短図柄でなかった場合には、大当り遊技状態の終了を通
知するために、大当り終了表示指定の演出制御コマンドを送信する処理を行う（ステップ
Ｓ９５）。そして、ステップＳ９６に移行する。
【０１８１】
　演出制御手段は、ステップＳ９４とステップＳ９５とにおいて、大当り終了表示コマン
ドを受信すると、同様の演出態様の演出処理を実行する。すなわち、この実施の形態では
、通常状態、確変状態および時短状態とで、同様の演出態様で大当り遊技状態の終了が報
知される。なお、演出制御手段は、確変状態と通常状態とで同じ演出態様で大当り遊技状
態の終了を報知するようにし、時短状態では、確変状態および通常状態とは異なる演出態
様で大当り遊技状態の終了を報知（時短回数の報知を含む）するようにしてもよい。確変
状態と通常状態とで同じ演出態様で報知するようにすれば、時短である旨や時短回数を報
知するようにしても、遊技状態が確変状態であるか否かを遊技者が判別することはできな
いので、時短が終了しても遊技者の遊技興趣が減退することを防止することができる。
【０１８２】
　以上に説明したように、この実施の形態では、確変状態であるか、時短状態であるか、
通常状態であるかの報知演出を、電源投入時を除き全く行わないので、特定有利状態（例
えば確変状態）の継続回数を遊技者が把握することが困難になって、特定有利状態に対す
る遊技者の興味を向上させることができるとともに、現在の遊技状態が特定有利状態であ
るか否かが遊技者に認識されないようになって、遊技者の遊技意欲を維持させることがで
きる。
【０１８３】
　また、この実施の形態では、電源投入時に確変状態または時短状態に復旧されるときは
その旨を報知するように構成されているので、確変状態または時短状態であることを外部
から判別することができ、遊技店が、確変状態または時短状態から営業を開始（特に開店
直後）する行為を防止することができる。逆に、確変状態であるか、時短状態であるか、
通常状態であるかの報知を全く行わないと、例えば確変状態のまま遊技が開始（特に開店
直後）され、遊技店が不利益を受けてしまうおそれがある。この実施の形態では、電源投
入時に確変状態や時短状態に復旧されるときは、その旨を報知する構成としているので、
遊技店が不利益を受けてしまうことを防止することができる。
【０１８４】
　また、電源投入時に確変状態や時短状態に復旧されるときに必ずその旨を報知すると、
遊技中に故意に瞬停状態を発生させることによって、確変状態、時短状態または通常状態
であるかを認識されてしまう虞がある。この実施の形態では、電源投入時に瞬停状態から
の電源復旧であるか否かを判断し、瞬停状態からの電源復旧であると判断した場合に確変
状態や時短状態に復旧するときには、その旨を通知しない構成としているので、故意に瞬
停状態を発生させることによって、確変状態や時短状態であるか否かを認識されてしまう
ことを防止することができる。
【０１８５】
　なお、この実施の形態では、電源投入時に確変状態や時短状態に復旧されるときに、そ
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の旨を報知するようにしていたが、通常状態であるときにその旨を報知するようにしても
よい。
【０１８６】
　また、この実施の形態では、電源投入時に確変状態や時短状態に復旧されるときに、そ
の旨を報知するようにしていたが、電源が供給されている状態のまま遊技の制御状態が所
定期間（例えば遊技店の閉店時間から開店時間までの期間、３時間、６時間、９時間など
）停止していたときに、確変状態あるいは時短状態であるときは、その旨を報知するよう
にしてもよい。例えば、演出制御手段あるいは遊技制御手段が、遊技の制御状態が停止し
ている期間（特別図柄や飾り図柄の可変表示が実行されない期間、始動入賞が発生しない
期間、デモンストレーション画面が継続して表示されている期間など）を計測し、所定期
間が経過したときに、例えば確変状態であるか否かを確認し、確変状態であれば確変であ
ることを報知（例えば図７（Ｂ）のような画像を表示）するための処理を行うようにすれ
ばよい。このように構成すれば、遊技店の閉店時から翌日の開店時までの間、電源を切る
ことなく特定有利状態を維持させておくような行為が行われても、特定有利状態に移行さ
れた状態であることを報知しておくことができるため、遊技機の電源を切ることなく特定
遊技状態を維持させておくような不正行為が行われることを防止することができる。
【０１８７】
　なお、この実施の形態では特に言及していないが、電源投入時に確変状態や時短状態に
復旧されるときの報知は、例えば、所定期間（例えば１０秒、１分、１０分）が経過した
ときに終了するようにすればよい。また、例えば、電源投入後に最初に特別図柄や飾り図
柄の可変表示が実行されるときまで報知を行うようにしてもよく、あるいは電源投入後に
最初に大当りが発生したときまで報知を行うようにしてもよい。このように構成すれば、
所定期間が経過したあと、特別図柄や飾り図柄の可変表示演出が開始したあと、あるいは
最初に大当りとなったあとは、遊技状態を遊技者が認識できないようにすることができ、
遊技者の遊技意欲を維持させることができる。また、上記のように構成すれば、有利状態
である旨の報知を消す行為（例えば、遊技店にて特別図柄や飾り図柄の可変表示を実行さ
せたり、大当りを発生させたりすることで報知を消す行為）を行うと、報知は消えるが遊
技状態が認識できない状態となるので、有利状態が維持されていることが認識可能な状態
で報知を消すことはできず、遊技店の開店時に不正に有利状態に移行されている状態とさ
れることが防止できる。
【０１８８】
　また、この実施の形態において、確変状態と時短状態とで同じ変動パターンテーブルを
用いて変動パターンを選択してもよい。例えば、この実施の形態において、確変状態およ
び時短状態のいずれの状態においても、同じ変動パターンテーブルを用いて変動パターン
を選択する。従って、この場合、確変状態および時短状態のいずれの状態においても、同
じ変動パターン（例えば、同じ変動時間）を用いて特別図柄や飾り図柄の可変表示が行わ
れる。また、この場合、確変状態および時短状態のいずれの状態においても、飾り図柄の
変動中の表示態様（例えば、キャラクタの種類や表示タイミング、図柄およびキャラクタ
以外の可変表示装置における背景の表示の仕方）は同じである。
【０１８９】
　上記の構成とすることによって、確変状態および時短状態のいずれの状態においても、
同じ変動パターンテーブルを用いて変動パターンを選択するので、遊技者が少なくとも時
短状態であることは認識できるが、変動時間や変動パターンの選択割合によって、遊技者
に確変状態であるか否かを判別されてしまうことを防止することができる。また、ＲＯＭ
５４が通常時変動パターンテーブルとして記憶すべきデータの容量を減らすことができる
。
【０１９０】
実施の形態３．
　第１の実施の形態および第２の実施の形態では、確変状態、時短状態または通常状態の
いずれの制御状態においても、共通な背景画像を用い、全て共通の演出態様で各電気部品
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の制御を行うようにしたが、確変状態と時短状態とで共通な態様で演出を行うのであれば
、確変状態および時短状態の制御状態において、通常状態と異なる背景画像を用い異なる
演出態様で各電気部品の制御を行うようにしてもよい。以下、確変状態と時短状態とで共
通な態様で演出を行い、確変状態および時短状態の制御状態において、通常状態と異なる
背景画像を用い異なる演出態様で各電気部品の制御を行う第３の実施の形態を説明する。
【０１９１】
　なお、本実施の形態において、第１の実施の形態または第２の実施の形態と同様の構成
および処理をなす部分についてはその詳細な説明を省略し、主として第１の実施の形態ま
たは第２の実施の形態と異なる部分について説明する。
【０１９２】
　この実施の形態では、確変状態への移行条件が成立すると、大当り遊技の終了後に、遊
技状態が確変状態に移行する。また、時短状態への移行条件が成立した場合には、大当り
遊技の終了後に、遊技状態が時短状態に移行する。さらに、確変状態への移行条件と時短
状態への移行条件との双方を成立させる場合には、大当り遊技の終了後に、まず、優先的
に確変状態に制御され、その後、所定条件の成立により時短状態に制御される。なお、確
変状態への移行条件と時短状態への移行条件との双方が成立し、遊技状態が優先的に確変
状態に制御されている状態を、確変時短状態ともいう。
【０１９３】
　この実施の形態では、確変状態と時短状態とにおいて、可変入賞球装置１５の開放時間
や開放回数の延長、普通図柄表示器１０における変動時間の短縮はなされないようにし、
普通図柄表示器１０における停止図柄が当り図柄になる確率を高めるようにしないことと
する。また、この実施の形態では、確変状態および時短状態の制御状態において、通常状
態とは異なる背景画像を用い、異なる演出態様で各電気部品（例えば、可変表示装置９、
スピーカ２７、ランプなどの発光体）の制御を行うこととする。ただし、確変状態と時短
状態とでは、共通な背景画像を用い、全て共通の演出態様で各電気部品の制御を行うこと
とする。
【０１９４】
　なお、確変状態と時短状態とで同様の態様によって、普通図柄表示器１０における停止
図柄が当り図柄になる確率が通常状態に比べて高められるとともに、可変入賞球装置１５
の開放時間と開放回数とのうちの一方または双方が、通常状態に比べて高められ、遊技者
にとってさらに有利になるようにしてもよい。また、確変状態と時短状態とで同様の態様
によって、普通図柄表示器１０における可変表示期間（変動時間ともいう。）が通常状態
に比べて短縮されることによって、遊技者にとってさらに有利になるようにしてもよい。
【０１９５】
　図２４は、第３の実施の形態における各乱数を示す説明図である。各乱数は、以下のよ
うに使用される。
（１）ランダム１：大当りを発生させるか否か決定する（大当り判定用）
（２）ランダム２：特別図柄のはずれ図柄決定用
（３）ランダム３：大当りを発生させる特別図柄を決定する（大当り図柄決定用）
（４）ランダム４：特別図柄の変動パターンを決定する（変動パターン決定用）
（５）ランダム５：大当りを発生させない場合にリーチとするか否かを決定する（リーチ
判定用）
（６）ランダム６：普通図柄にもとづく当りを発生させるか否か決定する（普通図柄当り
判定用）
（７）ランダム７：ランダム１の初期値を決定する（ランダム１初期値決定用）
（８）ランダム８：ランダム６の初期値を決定する（ランダム６初期値決定用）
（９）ランダム９：確変を終了するか否かを決定する（確変終了判定用）。すなわち、ラ
ンダム９が、０～４９の範囲の値をとり、確変状態を終了させるか否か決めるための乱数
として用いられる。遊技制御手段は、確変状態において、例えば、ランダム９があらかじ
め決められている１つの値と一致した場合には、確変状態を終了させる。従って、確変状
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態は、１／５０の確率で終了（確変パンク）する。
（１０）ランダム１０：確変とするか否かを決定する（確変決定用）。すなわち、ランダ
ム１０が、０～１６の範囲の値をとり、遊技状態を確変状態に移行させるか否かを決める
ための乱数として用いられる。遊技制御手段は、例えば、ランダム１０があらかじめ決め
られている値と一致した場合には、遊技状態を確変状態に移行させる。
（１１）ランダム１１：時短とするか否かを決定する（時短決定用）。すなわち、ランダ
ム１１が、０～１６の範囲の値をとり、遊技状態の時短状態に移行させるか否かを決める
ための乱数として用いられる。遊技制御手段は、例えば、ランダム１１があらかじめ決め
られている値と一致した場合には、遊技状態を時短状態に移行させる。
【０１９６】
　図２５は、第３の実施の形態で用いられる特別図柄および飾り図柄の変動パターン（変
動時間）を示す説明図である。図２５に示すＥＸＴとは、それぞれの変動パターンに対応
した演出制御コマンド（２バイト構成）の２バイト目のデータである。
【０１９７】
　この実施の形態では、図２５に示すように、時短状態および確変状態のいずれの状態に
おいても、ともに変動パターン＃１～＃４が用いられる。すなわち、時短状態および確変
状態のいずれの状態においても、同じ変動パターンテーブルを用いて変動パターンを選択
する。また、この実施の形態では、図２５に示すように、通常状態において、変動パター
ン＃５～＃８が用いられる。従って、この実施の形態において、時短状態と確変状態とで
用いられる変動時間は同じである。また、この実施の形態では、時短状態と確変状態とで
、飾り図柄の変動中の表示態様（例えば、キャラクタの種類や表示タイミング、図柄およ
びキャラクタ以外の可変表示装置における背景の表示の仕方）も同じである。
【０１９８】
　なお、この実施の形態では、時短状態への移行条件が成立した後、特別図柄が所定の時
短継続回数（例えば、１００回）分変動すると、時短状態が終了する。そのため、確変状
態に移行した後に、特別図柄が時短継続回数と同じ回数変動しても確変状態が継続してい
る場合には、変動パターンの選択割合から遊技者が確変状態であることを認識できてしま
う虞がある。従って、この実施の形態において、特別図柄が時短継続回数と同じ回数変動
した後も確変状態が継続している場合には、遊技制御手段は、確変状態であっても、用い
る変動パターンを、変動パターン＃１～＃４から変動パターン＃５～＃８に切り換える。
この場合、例えば、遊技制御手段は、時短回数カウンタの値が０である（すなわち、特別
図柄が時短継続回数分変動した）か否かを確認し、時短回数カウンタの値が０である場合
、確変状態であっても、変動パターン＃５～＃８を用いて変動パターンを選択する。その
ようにすれば、特別図柄が時短継続回数と同じ回数変動しても確変状態が継続している場
合であっても、遊技者に確変状態であることを認識されてしまうことを防止できる。
【０１９９】
　また、変動パターン＃１～＃８のそれぞれを示すデータが、ランダム４のとりうる値に
対応させて変動パターンテーブルとしてＲＯＭ５４に記憶されている。つまり、遊技制御
用マイクロコンピュータ５６０は、抽出されたランダム４の値に応じて、変動パターンテ
ーブルを参照することによって、１つの変動パターンを決定する。
【０２００】
　以上のように、時短状態と確変状態とで、同じ変動パターンテーブルを用いて変動パタ
ーンを選択するので、変動時間や変動パターンの選択割合によって、遊技者に確変状態で
あるか否かを判別されてしまうことを防止することができる。また、時短状態と確変状態
とで別々の変動パターンテーブルを用意する必要がないので、ＲＯＭ５４が変動パターン
テーブルとして記憶すべきデータの容量を減らすことができる。
【０２０１】
　図２６は、第３の実施の形態における有利状態報知処理の例を示すフローチャートであ
る。第１の実施の形態または第２の実施の形態では確変フラグまたは時短フラグがオンで
あるか否かの確認だけを行ったが、この実施の形態では、ＣＰＵ５６は、さらに、ＲＡＭ
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５５に格納されている確変時短フラグがオンであるか否かの確認を行う。なお、確変時短
フラグとは、確変状態への移行条件と時短状態への移行条件との双方が成立し、遊技状態
を確変状態に優先的に制御している（すなわち、確変時短状態である）旨を示すフラグで
ある。
【０２０２】
　なお、確変時短フラグを用いずに、確変フラグおよび時短フラグを用いて、確変時短状
態を制御するようにしてもよい。この場合、ＣＰＵ５６は、ＲＡＭ５５に格納されている
確変フラグおよび時短フラグの両方がオンであるか否かを確認し、確変フラグおよび時短
フラグの両方がオンである場合、遊技状態が確変時短状態であると判断する。また、この
場合、ＣＰＵ５６は、確変フラグおよび時短フラグがオンであるか否かを確認することに
よって遊技状態を判断し、判断した遊技状態に従って変動パターンや大入賞口の開放延長
を決定することができる。
【０２０３】
　有利状態報知処理において、ＣＰＵ５６は、まず、ＲＡＭ５５に格納されている確変時
短フラグがオンであれば（ステップＳ１５５ａ）、ＲＯＭ５４に格納されている確変時短
報知時コマンド送信テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し（ステップＳ１５５ｂ）
、その内容に従って確変時短報知を指定する演出制御コマンド（確変時短報知指定コマン
ド）を演出制御基板８０に送信する処理を実行する（ステップＳ１５５ｃ）。演出制御用
ＣＰＵ１０１は、確変時短報知指定コマンドを受信すると、音、表示、発光体などを用い
て確変時短状態に復旧する旨を遊技者に報知するための処理を実行する。
【０２０４】
　また、確変時短フラグがオンでない場合には、ＣＰＵ５６は、ＲＡＭ５５に格納されて
いる確変フラグがオンであれば（ステップＳ１５５ｄ）、ＲＯＭ５４に格納されている確
変報知時コマンド送信テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し（ステップＳ１５５ｅ
）、その内容に従って確変報知を指定する演出制御コマンド（確変報知指定コマンド）を
演出制御基板８０に送信する処理を実行する（ステップＳ１５５ｆ）。演出制御用ＣＰＵ
１０１は、確変報知指定コマンドを受信すると、音、表示、発光体などを用いて確変状態
に復旧する旨を遊技者に報知するための処理を実行する。
【０２０５】
　さらに、確変時短フラグおよび確変フラグがオンでない場合には、ＣＰＵ５６は、ＲＡ
Ｍ５５に格納されている時短フラグがオンであれば（ステップＳ１５５ｇ）、ＲＯＭ５４
に格納されている時短報知時コマンド送信テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し（
ステップＳ１５５ｈ）、その内容に従って時短報知を指定する演出制御コマンド（時短報
知指定コマンド）を演出制御基板８０に送信する処理を実行する（ステップＳ１５５ｉ）
。演出制御用ＣＰＵ１０１は、時短報知指定コマンドを受信すると、音、表示、発光体な
どを用いて時短状態に復旧する旨を遊技者に報知するための処理を実行する。
【０２０６】
　なお、ＣＰＵ５６は、第１の実施の形態と同様に、確変報知指定コマンドを送信すると
、確変状態に復旧した旨を報知中であることを示す確変報知フラグをセットするようにし
てもよい。また、ＣＰＵ５６は、第２の実施の形態と同様に、時短報知指定コマンドを送
信すると、時短状態に復旧した旨を報知中であることを示す時短報知フラグをセットする
ようにしてもよい。さらに、ＣＰＵ５６は、確変時短報知指定コマンドを送信すると、確
変時短状態に復旧した旨を報知中であることを示す確変時短報知フラグをセットするよう
にしてもよい。なお、ＣＰＵ５６は、確変時短報知フラグがセットされている間に、例え
ば、時短状態が終了した場合には、確変時短報知フラグをリセットする。そして、ＣＰＵ
５６は、確変報知指定コマンドを送信し、確変報知フラグをセットし直すようにしてもよ
い。
【０２０７】
　この実施の形態では、確変時短報知指定コマンドを受信した場合には、演出制御用ＣＰ
Ｕ１０１は、図７（Ａ）に示す確変時短復旧報知画像を用いた報知を行う。また、確変報
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知指定コマンドを受信した場合には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、図７（Ｂ）に示す確変
復旧報知画像を用いた報知を行う。また、時短報知指定コマンドを受信した場合には、演
出制御用ＣＰＵ１０１は、図７（Ｃ）に示す時短復旧報知画像を用いた報知を行う。
【０２０８】
　図２７および図２８は、第２の実施の形態における特別図柄通常処理（ステップＳ３０
０）を示すフローチャートである。第１の実施の形態では、図１４に示すように、大当り
にすることを決定し大当りフラグをセットした後に確変判定処理を行ったが、この実施の
形態では、ＣＰＵ５６は、大当りにすることを決定し大当りフラグをセットした後に確変
判定処理（図２８のステップＳ５９ａ～Ｓ５９ｄ参照）を行い、さらに時短判定処理（図
２８のステップＳ５９ｅ～Ｓ５９ｈ参照）を行う。
【０２０９】
　特別図柄通常処理において、ＣＰＵ５６は、特別図柄の変動を開始することができる状
態（例えば特別図柄プロセスフラグの値がステップＳ３００を示す値となっている場合）
には（ステップＳ５１）、始動入賞記憶数（保留記憶数）の値を確認する（ステップＳ５
２）。具体的には、始動入賞記憶カウンタのカウント値を確認する。なお、特別図柄プロ
セスフラグの値がステップＳ３００を示す値となっている場合とは、可変表示装置９にお
いて図柄の変動がなされていず、かつ、大当り遊技中でもない場合である。また、ステッ
プＳ５１で変動開始不可能である場合や、ステップＳ５２で保留記憶数が０である場合に
は、ＣＰＵ５６は、そのまま特別図柄通常処理を終了する。
【０２１０】
　保留記憶数が０でなければ、保留記憶数＝１に対応する保存領域に格納されている各乱
数値を読み出してＲＡＭ５５の乱数バッファ領域に格納するとともに（ステップＳ５４）
、保留記憶数の値を１減らし（始動入賞記憶カウンタの値を１減らし）、かつ、各保存領
域の内容をシフトする（ステップＳ５５）。すなわち、保留記憶数＝ｎ（ｎ＝２，３，４
）に対応する保存領域に格納されている各乱数値を、保留記憶数＝ｎ－１に対応する保存
領域に格納する。よって、各保留記憶数に対応するそれぞれの保存領域に格納されている
各乱数値が抽出された順番は、常に、保留記憶数＝１，２，３，４の順番と一致するよう
になっている。すなわち、この例では、ＣＰＵ５６は、可変表示の開始条件が成立する毎
に、各保存領域の内容をシフトする処理を実行する。
【０２１１】
　また、ＣＰＵ５６は、確変終了とするか否かの判定を行う（ステップＳ５５１～Ｓ５５
３）。具体的には、確変フラグがセットされている場合（確変時短フラグがセットされて
いる場合を含む）には（ステップＳ５５１）、確変終了用乱数（ランダム９）を保存領域
から読み出して（ステップＳ５５２）、読み出したランダム９の値が、確変終了値と一致
するか否か判定し（ステップＳ５５３）、一致する場合には、確変フラグや確変時短フラ
グをリセットして確変状態を終了させる（ステップＳ５５４，Ｓ５５５）。従って、ラン
ダム９の値にもとづいて確変状態が終了したときに、ステップＳ５７の大当り判定におい
て低確率状態にもとづく抽選が実行される。なお、ステップＳ５５１で確変フラグがセッ
トされていない場合には、ＣＰＵ５６は、そのままステップＳ５６に移行し、大当り判定
処理を行う。
【０２１２】
　なお、この実施の形態では、遊技状態が確変状態に制御されている場合には、確変フラ
グのみがセットされているので、ステップＳ５５４およびステップＳ５５において、ＣＰ
Ｕ５６は、確変フラグのみのリセットを行い確変状態を終了させることになる。また、遊
技状態が確変時短状態に制御されている場合には、確変フラグと確変時短フラグの双方が
セットされているので、ステップＳ５５４およびステップＳ５５において、ＣＰＵ５６は
、確変フラグおよび確変時短フラグの双方をリセットすることになる。
【０２１３】
　確変フラグや確変時短フラグをリセットすると、ＣＰＵ５６は、時短回数カウンタの値
が０になっているか否かを確認する（ステップＳ５５６）。時短回数カウンタの値が０に
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なっている場合には、ＣＰＵ５６は、通常表示指定の演出制御コマンド（通常表示指定コ
マンド）を演出制御手段（演出制御基板８０）に送信する処理を実行し（ステップＳ５５
８）、ステップＳ５６に移行する。演出制御用ＣＰＵ１０１は、通常表示指定コマンドを
受信すると、音、表示、発光体などを用いた演出を停止し、確変状態または時短状態（確
変時短状態を含む）である旨の報知を終了する。
【０２１４】
　時短回数カウンタの値が０になっていない場合には、ＣＰＵ５６は、時短フラグをセッ
トし、遊技状態を時短状態に移行させ（ステップＳ５５７）、ステップＳ５６に移行する
。すなわち、確変時短状態において、確変の終了条件が成立したが時短継続回数が残って
いるので、ＣＰＵ５６は、遊技状態を確変状態から時短状態に移行させる。なお、遊技状
態が確変状態に制御されており、ステップＳ５５４およびステップＳ５５において確変フ
ラグのみのリセットを行った場合には、そのままステップＳ５５８に移行し、ＣＰＵ５６
は、通常表示指定コマンドを演出制御手段に送信する処理を実行することになる。
【０２１５】
　ステップＳ５５３において、確変終了としないと判定した場合（すなわち、読み出した
ランダム９の値が確変終了値と一致しなかった場合）、ＣＰＵ５６は、確変時短フラグが
セットされているか否かを確認する（ステップＳ５５３ａ）。確変時短フラグがセットさ
れている場合、ＣＰＵ５６は、時短回数カウンタの値が０になっているか否かを確認する
（ステップＳ５５３ｂ）。時短回数カウンタの値が０になっている場合には、ＣＰＵ５６
は、通常表示指定コマンドを演出制御手段に送信する処理を実行し（ステップＳ５５３ｃ
）、ステップＳ５６に移行する。演出制御用ＣＰＵ１０１は、通常表示指定コマンドを受
信すると、確変状態または時短状態（確変時短状態を含む）である旨の報知を終了する。
なお、ステップＳ５５３ｂにおいて、時短回数カウンタが０になっている場合、ＣＰＵ５
６は、確変時短フラグをリセットし（すなわち、確変フラグのみがセットされている状態
にし）、遊技状態を確変時短状態から確変状態に移行する。また、ステップＳ５５３ａに
おいて確変時短フラグがセットされていなかった場合や、ステップＳ５５３ｂにおいて、
時短回数カウンタが０でない場合、ＣＰＵ５６は、そのままステップＳ５６に移行する。
【０２１６】
　次いで、ＣＰＵ５６は、乱数格納バッファから大当り判定用乱数を読み出し（ステップ
Ｓ５６）、大当り判定モジュールを実行する（ステップＳ５７）。大当りとすることに決
定した場合には（ステップＳ５８）、ＣＰＵ５６は、大当りフラグをセットする（ステッ
プＳ５９）。なお、ステップＳ５８で大当りとすることに決定しなかった場合には、ＣＰ
Ｕ５６は、そのままステップＳ６０に移行する。
【０２１７】
　また、ＣＰＵ５６は、大当りとすることに決定すると、確変とするか否かを判定する確
変判定処理を行う（ステップＳ５９ａ～５９ｄ）。ＣＰＵ５６は、乱数格納バッファから
確変判定用乱数を読み出し（ステップＳ５９ａ）、確変判定モジュールを実行する（ステ
ップＳ５９ｂ）。確変とすることに決定した場合には（ステップＳ５９ｃ）、ＣＰＵ５６
は、確変決定フラグをセットする（ステップＳ５９ｄ）。
【０２１８】
　また、ＣＰＵ５６は、時短とするか否かを判定する時短判定処理を行う（ステップＳ５
９ｅ～５９ｈ）。ＣＰＵ５６は、乱数格納バッファから時短判定用乱数を読み出し（ステ
ップＳ５９ｅ）、時短判定モジュールを実行する（ステップＳ５９ｆ）。時短とすること
に決定した場合には（ステップＳ５９ｇ）、ＣＰＵ５６は、時短決定フラグをセットする
（ステップＳ５９ｈ）。そして、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄停止図柄設定処
理に対応した値に更新する（ステップＳ６０）。なお、時短決定フラグは、時短状態への
移行条件を成立させることを決定したことを示すフラグである。また、時短判定モジュー
ルは、時短判定用乱数が、あらかじめ決められている時短判定値と一致したら時短状態へ
の移行条件を成立させることに決定するプログラムである。
【０２１９】
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　以上のように、大当りとすると判定した場合に確変判定用乱数および時短判定用乱数を
用いて確変および時短とするか否かを判定するので、大当り図柄の種類に関係なく、遊技
状態を確変状態、時短状態または確変時短状態に移行させるように制御することができる
。そのため、大当り図柄によって確変状態、時短状態または確変時短状態に移行するか否
か判別されてしまうことを防止することができ、遊技者の遊技意欲の低減を防止すること
ができる。
【０２２０】
　図２９は、第３の実施の形態における特別図柄停止処理（ステップＳ３０４）を示すフ
ローチャートである。図２９に示すように、この実施の形態では、ＣＰＵ５６は、確変フ
ラグ、時短フラグ、確変回数カウンタおよび時短回数カウンタに加えて、確変時短フラグ
の制御を行う。特別図柄停止処理において、ＣＰＵ５６は、特別図柄停止を示す演出制御
コマンドを送信する処理を行う（ステップＳ７１）。
【０２２１】
　次いで、ＣＰＵ５６は、大当りであることを示す大当りフラグがセットされているか否
か確認する（ステップＳ７２）。大当りフラグがセットされていれば、ＣＰＵ５６は、確
変時短フラグ、確変フラグおよび時短フラグをリセットし（ステップＳ７３，Ｓ７４，Ｓ
７５）、時短回数カウンタをクリアする（ステップＳ７５ｂ）。また、演出制御基板８０
に対して、通常状態になったことを通知するために、通常表示指定の演出制御コマンドを
送信する処理を行う（ステップＳ７６）。そして、ステップＳ８９に移行する。
【０２２２】
　ステップＳ７２において大当りフラグがセットされていなければ、ＣＰＵ５６は、確変
状態であることを示す確変フラグがセットされているか否か確認する（ステップＳ７７）
。セットされていれば、ＣＰＵ５６は、確変時短状態（確変状態と時短状態への移行条件
が同時に成立（本例では、乱数を用いた抽選により確変および時短とすることを同時に決
定）した後、優先的に確変状態に制御された状態）であることを示す確変時短フラグがセ
ットされているか否か確認する（ステップＳ７７Ａ）。セットされていれば、時短回数カ
ウンタの値を－１し（ステップＳ７８）、ステップＳ８９に移行する。ただし、既に０に
なっている場合には減算しない。また、確変時短フラグがセットされている場合には、実
際には遊技状態は確変状態であるが、このように、時短回数カウンタも－１される。なお
、ステップＳ７７Ａで確変時短フラグがセットされていなかった場合には、そのままステ
ップＳ８９に移行する。
【０２２３】
　ステップＳ７７において確変フラグがセットされていないことを確認したら、ＣＰＵ５
６は、時短フラグがセットされているか否か確認する（ステップＳ８４）。セットされて
いれば、時短回数カウンタの値を－１する（ステップＳ８５）。時短回数カウンタの値が
０になった場合には（ステップＳ８６）、時短フラグをリセットして時短状態を終了させ
（ステップＳ８７）、演出制御基板８０に対して、通常状態に戻ったことを通知するため
に、通常表示指定の演出制御コマンドを送信する処理を行う（ステップＳ８８）。
【０２２４】
　ステップＳ８９では、大当りとすることに決定された場合には、内部状態（特別図柄プ
ロセスフラグ）をステップＳ３０５に移行するように更新する。そうでない場合には、内
部状態をステップＳ３００に移行するように更新する。
【０２２５】
　図３０は、第３の実施の形態における大当り遊技が終了したときに実行される大当り終
了処理を示すフローチャートである。大当り終了処理において、ＣＰＵ５６は、確変決定
フラグがセットされているか否かを確認する（ステップＳ９１ｂ）。確変決定フラグがセ
ットされている場合には、ＣＰＵ５６は、さらに、時短決定フラグがセットされているか
否かを確認する（ステップＳ９２ｂ）。時短決定フラグがセットされていた場合には、確
変フラグと確変時短フラグとをセットし（ステップＳ９３ｂ）、さらに、時短回数カウン
タに所定値をセットする（ステップＳ９４ｂ）。なお、この実施の形態では、時短回数カ
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ウンタには所定値として１００が設定される。ステップＳ９２ｂで時短決定フラグがセッ
トされていない場合には、ＣＰＵ５６は、確変フラグをセットし（ステップＳ９７ｂ）、
ステップＳ９５ｂに移行する。
【０２２６】
　ステップＳ９１ｂで確変決定フラグがセットされていない場合には、ＣＰＵ５６は、時
短決定フラグがセットされているか否かを確認する（ステップＳ９８ｂ）。時短決定フラ
グがセットされていた場合には、ＣＰＵ５６は、時短フラグをセットし（ステップＳ９９
ｂ）、さらに、時短回数カウンタに所定値をセットし（ステップＳ１００ｂ）、ステップ
Ｓ９５ｂに移行する。なお、この実施の形態では、時短回数カウンタには所定値として１
００が設定される。
【０２２７】
　また、ＣＰＵ５６は、演出制御手段に、大当り遊技状態の終了と、特別遊技状態（確変
状態、時短状態または確変時短状態）への移行とを通知するために、特定大当り終了表示
指定の演出制御コマンド（特定大当り終了表示コマンド）を送信する処理を行う（ステッ
プＳ９５ｂ）。演出制御用ＣＰＵ１０１は、特定大当り終了表示コマンドを受信すると、
音、表示、発光体などを用いた演出を行い、確変状態または時短状態（確変時短状態を含
む）である旨の報知を行う。すなわち、確変状態、時短状態または確変時短状態のいずれ
の状態においても、共通な背景画像を用い、全て共通の演出態様で各電気部品の制御を行
うことによって、確変状態または時短状態であることが報知される。ただし、この場合、
演出制御用ＣＰＵ１０１は、通常状態とは異なる演出態様で確変状態または時短状態であ
ることを報知する。そして、ＣＰＵ５６は、特別図柄プロセスフラグの値を、特別図柄通
常処理（ステップＳ３００）に応じた値にする（ステップＳ９６ｂ）。
【０２２８】
　ステップＳ９８ｂにおいて時短決定フラグがセットされていなかった場合（すなわち、
確変状態、時短状態および確変時短状態のいずれでもない場合）、ＣＰＵ５６は、大当り
遊技状態の終了を通知するために、非特定大当り終了表示指定の演出制御コマンド（非特
定大当り終了表示コマンド）を送信する処理を行い（ステップＳ１０１ｂ）、ステップＳ
９６ｂに移行する。演出制御用ＣＰＵ１０１は、非特定大当り終了表示コマンドを受信す
ると、音、表示、発光体などを用いた演出を行い、大当り遊技状態の終了を報知する。こ
の場合、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ステップＳ９５ｂとは異なる演出態様で大当り遊技
状態の終了を報知する。
【０２２９】
　以上のように、この実施の形態では、大当たり終了処理において、確変状態または時短
状態であると判定すると、確変状態と時短状態とで、共通の演出態様で確変状態または時
短状態であることを報知する。そのため、少なくとも確変状態または時短状態に移行した
ことは認識できるが、遊技者は、確変状態または時短状態とのうちのいずれの状態に移行
したかを特定することはできない。よって、現在の遊技状態が確変状態であるか否かが遊
技者に認識されないようになって、遊技者の遊技意欲を維持させることができる。
【０２３０】
　なお、遊技状態が確変状態に制御されており、確変の終了条件が時短継続回数（時短を
継続する最大回数）を超えても成立せずに確変状態が継続している場合に、通常状態と異
なる演出態様で報知し続けると、遊技者に確変状態であることを認識されてしまうことに
なる。この実施の形態では、特別図柄通常処理および特別図柄停止処理において、時短回
数カウンタが０である場合（時短継続回数に到達した場合）、通常表示指定コマンドを送
信して演出制御手段に確変状態または時短状態（確変時短状態を含む）である旨の報知を
終了させる。そのため、時短継続回数を超えて確変状態が継続している場合であっても、
遊技者に確変状態であることを認識されることを防止することができる。
【０２３１】
　図３１は、第３の実施の形態における遊技状態が変化する様子、および確変状態または
時短状態である旨の報知状態の一例を示す説明図である。図３１には、確変状態への移行
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条件と時短状態への移行条件とが同時に成立し、大当たり遊技状態が終了したときに確変
状態に優先的に制御され、確変終了後にさらに時短状態に制御された場合の例が示されて
いる。すなわち、図３１に示す例では、時短継続回数（１００回）の特別図柄の変動が終
了する前に、ランダム９にもとづく確変パンクが発生し、確変状態を終了し時短状態に移
行している。また、時短回数カウンタの初期値は１００であるが、確変状態に制御された
ときから歩進されるので、時短状態に移行した後、確変状態継続中に変動した特別図柄の
変動回数を時短回数カウンタの初期値１００から減算した残り回数分の特別図柄の変動が
終了すると、時短回数カウンタの値が０になって時短フラグはリセット（時短状態を終了
）される。
【０２３２】
　また、図３１に示すように、確変状態への移行条件と時短状態への移行条件とが同時に
成立し、大当たり遊技状態が終了すると、確変状態または時短状態である旨の報知が開始
される。すなわち、通常状態とは異なる背景画像を用い、通常状態とは異なる演出態様で
各電気部品の制御が行われる。そして、時短回数カウンタの値が０となり時短状態が終了
すると、確変状態または時短状態である旨の報知を終了する。
【０２３３】
　また、図３２は、遊技状態が変化する様子、および確変状態または時短状態である旨の
報知状態の他の例を示す説明図である。図３２には、確変状態への移行条件と時短状態へ
の移行条件とが同時に成立し、大当り遊技状態が終了したときに確変状態に制御され、１
００回の特別図柄の変動が終了しても、確変状態が終了しない、すなわちランダム９にも
とづく確変パンクが生じなかった例が示されている。時短回数カウンタの初期値は１００
であるが、確変状態に制御されたときから歩進されるので、１００回の変動が終了すると
その値が０になり、確変時短フラグがリセットされる。従って、図３２に示す例では、確
変時短図柄で大当りが生じても、実質的に時短状態は開始されず、確変状態がさらに継続
する。
【０２３４】
　また、図３１に示すように、確変状態への移行条件と時短状態への移行条件とが同時に
成立し、大当たり遊技状態が終了すると、確変状態または時短状態である旨の報知が開始
される。しかし、１００回の変動を終了すると、確変状態は継続しているが時短回数カウ
ンタの値が０になるので、確変状態または時短状態である旨の報知を終了する。
【０２３５】
　図３１および図３２に示すように、時短回数カウンタが０になると、確変状態または時
短状態（確変時短状態を含む）である旨の報知を終了するように制御するので、時短継続
回数を超えて確変状態が継続している場合であっても、遊技者に確変状態であることを認
識されることを防止することができる。
【０２３６】
　以上に説明したように、この実施の形態では、特別図柄が所定の時短継続回数分変動す
るまで、確変状態または時短状態である場合に共通の演出態様で報知演出を行うので、特
定有利状態（例えば確変状態）の継続回数を遊技者が把握することが困難になって、特定
有利状態に対する遊技者の興味を向上させることができるとともに、現在の遊技状態が特
定有利状態であるか否かが遊技者に認識されないようになって、遊技者の遊技意欲を維持
させることができる。
【０２３７】
　また、上述した各実施の形態では、情報出力信号として遊技機の外部に出力される情報
に、制御状態に関わる情報（確変状態であるか否か、時短状態であるか否か、通常状態で
あるか否かに関する情報を含む）を含めない構成としている。すなわち、制御状態に関わ
る情報が遊技店に設置されているホールコンピュータなどで把握されないようにしている
。このため、特定有利状態に関わる情報が遊技機外部で把握されてしまうことを防止でき
、特定有利状態に関わる情報にもとづいて不正に特定有利状態を作り出すなどの不正行為
を防止することができる。つまり、例えば、遊技店において不正に開店前に特定有利状態
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を作りだすような行為が行われることを防止することができる。
【０２３８】
　また、上述した各実施の形態では、制御状態に関わる情報（確変状態であるか否か、時
短状態であるか否か、通常状態であるか否かに関する情報を含む）を試験信号として出力
可能な構成としている。試験信号は、試験信号解析用のコンピュータによって受信される
。この試験信号解析用のコンピュータは、試験信号を外部で取得するための試験端子基板
を遊技機に取り付け、試験端子基板を介して遊技機に接続される。このように、出力手段
（試験端子基板、試験信号出力用の端子あるいはコネクタに接続されるコネクタなどの出
力部材）を取り付けなければ取り出すことができない試験情報として、制御状態に関わる
情報を出力可能となるように構成されているので、外部から不正に試験情報を取り出す行
為を防止できる。そのため、不正に取り出した試験情報によって、遊技状態が特定有利状
態であるか否かを認識されてしまうことを防止することができる。
【０２３９】
　また、上記の各実施の形態では、１つの演出制御手段が、可変表示装置９等の表示手段
、ランプ・ＬＥＤおよび音発生手段を制御したが、演出制御手段は、それぞれマイクロコ
ンピュータを含む複数の制御手段によって実現されていてもよい。例えば、可変表示装置
９等の表示手段を制御する表示制御手段、ランプ・ＬＥＤを制御する発光体制御手段、お
よび音発生手段を制御する音制御手段が別個に設けられていてもよい。また、可変表示装
置９の表示状態を、主基板３１に搭載されている遊技制御手段が制御するようにしてもよ
い。
【０２４０】
　また、上記の各実施の形態のパチンコ遊技機１は、始動入賞にもとづいて可変表示装置
９に可変表示される特別図柄や飾り図柄の停止図柄が所定の図柄の組み合わせになると所
定の遊技価値が遊技者に付与可能になるパチンコ遊技機であり、かつ、プリペイドカード
によって球貸しを行うカードリーダ（ＣＲ：Card Reader ）式のパチンコ遊技機であった
が、プリペイドカードによって球貸しを行うＣＲ式パチンコ遊技機だけでなく、現金によ
って球貸しを行うパチンコ遊技機にも適用可能である。さらに、始動入賞にもとづいて開
放する電動役物の所定領域への入賞があると所定の遊技価値が遊技者に付与可能になるパ
チンコ遊技機や、始動入賞にもとづいて可変表示される図柄の停止図柄が所定の図柄の組
み合わせになると開放する所定の電動役物への入賞があると所定の権利が発生または継続
するパチンコ遊技機であっても、本発明を適用できる。さらに、本発明による遊技機はパ
チンコ遊技機に限られず、スロット機などの他の遊技機に本発明を適用することもできる
。
【０２４１】
　なお、上述した各実施の形態では、以下に示すような遊技機の特徴的構成も示されてい
る。
【０２４２】
　遊技機へ供給される電力が、電力低下の有無を判定するための所定の電圧値に低下した
か否かを判定する電圧値判定手段（例えば、ステップＳ２０において、電源基板に搭載さ
れている電圧低下監視回路が、遊技機で使用される各電圧のうち最も高い電圧（例えば、
３０Ｖ）が用いられた電力の電圧値を監視し、所定値（例えば、２２Ｖ）まで低下したか
否かを検出する部分）と、電圧値判定手段が遊技機へ供給される電力が所定の電圧値に低
下したと判定したときに、電圧低下検出信号（例えば、電源断信号）を出力する電源監視
手段（例えば、電源基板に搭載されている電圧低下監視回路）と、電源監視手段が出力し
た電圧低下検出信号に基づいて、現在の遊技状態を示すデータを記憶手段に保存する処理
を実行する遊技状態保存手段（例えば、遊技制御手段におけるステップＳ４５４～Ｓ４８
０を実行する部分）と、遊技状態保存手段が現在の遊技状態を示すデータを保存する処理
を実行したあとに、電源監視手段が電源低下検出信号の出力を継続しているか否かを監視
する電源低下検出信号監視手段（例えば、遊技制御手段におけるステップＳ４８２を実行
する部分）と、電源低下検出信号監視手段によって電源低下検出信号の出力が継続されて
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いると判定されている間に、遊技機へ供給される電力が、遊技機の動作を停止させるか否
かを判断するための所定の電圧値に低下した（例えば、ＶＣＣが＋５Ｖに低下した）と判
定したときに、遊技機の動作を停止させるためのリセット信号（例えば、システムリセッ
ト信号）を出力するリセット信号出力手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ５
６０のリセット端子にシステムリセット信号を出力する電源基板９１０）とを備え、瞬停
データ設定手段は、電源低下検出信号監視手段によって電源低下信号の出力が停止された
と判断されると、瞬停状態からの電力復旧であることを示す瞬停データを設定することを
特徴とする遊技機。上記の構成とすれば、遊技機へ供給される電力の電圧値低下を検出し
たときに、現在の遊技状態を示すデータを保存する処理を実行するように構成されている
ので、遊技機へ電力供給が再開されたときに、遊技機への電力供給が停止した前の遊技状
態に確実に復旧することができる。また、遊技機の動作が停止される前に遊技機への電力
供給が再開された場合には、瞬停状態であると判定し瞬停データを設定するように構成さ
れているので、瞬停状態からの電源復旧である場合に特定有利状態である旨を確実に報知
しないようにすることができる。従って、故意に瞬停状態を発生させて特定有利状態であ
るか否かを認識しようとするなど、好ましくない行為を確実に防止することができる。
【０２４３】
　また、上記の実施の形態では、以下のような遊技機も開示されている。
【０２４４】
（１）瞬停復旧判定手段によって、遊技機への電力供給が瞬停状態からの電力復旧である
か否かの判定の実行後、瞬停データの設定を解除する瞬停データ解除手段（例えば、遊技
制御手段におけるステップＳ１５２ｂを実行する部分）を備えている遊技機。
　そのような構成によれば、瞬停データの設定内容が以降の処理に誤って反映されてしま
うことを防止でき、特定有利状態であるか否かを適切に報知することができる。
【０２４５】
（２）識別情報の可変表示の開始条件が成立したときに表示結果を導出表示する以前に、
特定の表示結果とするか否かを所定の判定用テーブルを用いて判定する表示結果判定手段
（例えば、遊技制御手段におけるステップＳ５６～Ｓ５９を実行する部分）を備え、所定
の判定用テーブルは、特定有利状態時に用いられる特別テーブルと、特定有利状態時以外
で用いられる通常テーブルとを含み、終了条件判定手段は、識別情報の可変表示の開始条
件が成立した後、表示結果判定手段が特定の表示結果とするか否かを判定する前に、特定
有利状態の終了条件が成立したか否かを抽選により判定し（例えば、遊技制御手段におけ
るステップＳ５５２，Ｓ５５３を実行する部分）、表示結果判定手段は、終了条件判定手
段によって、特定有利状態の終了条件が成立したと判定されたときの識別情報の可変表示
の表示結果を、通常テーブルを用いて判定する（例えば、遊技制御手段が、ステップＳ５
５３で確変を終了すると判定した場合に、ステップＳ５７において通常テーブルを用いて
特別図柄や飾り図柄を当り図柄とするか否かを判定する部分）ように構成されている遊技
機。
　そのような構成によれば、特定有利状態の継続回数から特定有利状態が終了したか否か
を遊技者に推測されることを防止できる。そのため、特定有利状態の継続回数に関わらず
、遊技者に特定有利状態がまだ継続しているかもしれないとの期待感を煽ることができる
とともに、特定有利状態がもう終了してしまったかもしれないという不安感を煽ることが
でき、遊技者の遊技興趣を向上させることができる。また、特定有利状態の終了条件が成
立しなかったと判定したあと、または特定有利状態が終了されたあとに、直ちに、識別情
報の可変表示の表示結果を特定の表示結果とするか否かを判定するように構成されている
ので、特定有利状態の終了条件の成否の判定を行ってから、識別情報の可変表示の表示結
果を特定の表示結果とするか否かを判定するまでの時間を短くすることができ、特定有利
状態の終了条件の成否の判定結果を保存する時間を短くすることができる。そのため、特
定有利状態の終了条件の成否の判定結果を保存する時間を短くすることによって、特定有
利状態の終了条件の成否の判定結果の内容が改竄されにくくすることができる。
【０２４６】
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（３）識別情報の可変表示の開始条件が成立したときに表示結果を導出表示する以前に、
特定の表示結果とするか否かを所定の判定用テーブルを用いて判定する表示結果判定手段
を備え、所定の判定用テーブルは、特定有利状態時に用いられる特別テーブルと、特定有
利状態時以外で用いられる通常テーブルとを含み、表示結果決定手段が識別情報の可変表
示の表示結果を特定の表示結果とすることに決定したことを条件（例えば、大当り判定用
乱数が、あらかじめ決められている大当り判定値と一致したこと）に、特定移行条件を成
立させるか否か判定する特定移行条件判定手段（例えば、遊技制御手段におけるステップ
Ｓ５９ａ～Ｓ５９ｄを実行する部分）と、表示結果決定手段が識別情報の可変表示の表示
結果を特定の表示結果とすることに決定したときと特定の表示結果としないことに決定し
たときとで、共通の特定の表示結果を可変表示手段に表示させる表示結果導出表示手段（
例えば、演出制御手段が、ステップＳ８０４において、遊技制御手段から受信した演出制
御コマンドに基づいて、確変状態であるか否かに関わらず、同じ飾り図柄選択テーブルを
用いて、可変表示装置９に表示させる飾り図柄を決定し表示する部分）とを備えている遊
技機。
　そのような構成によれば、可変表示の表示結果によって特定有利状態であるか否かを認
識されてしまうことを防止することができ、遊技者の遊技興趣が減退することを防止する
ことができる。また、識別情報の可変表示に関わらず、遊技者に特定有利状態が発生する
かもしれないという期待感を煽ることができるとともに、特定有利状態が発生しないかも
しれないという不安感を煽ることができ、遊技者の遊技興趣を向上させることができる。
【０２４７】
（４）演出実行手段は、可変表示手段における識別情報の可変表示を開始してから表示結
果を導出表示するまでの可変表示時間を特定可能な複数種類の可変表示データ（例えば、
変動パターン）を含む可変表示データテーブル（例えば、変動パターンテーブル）を記憶
する可変表示データ記憶手段（例えば、変動パターン＃１～＃４のそれぞれを示すデータ
を記憶するＲＯＭ５４）と、可変表示データ記憶手段に記憶された可変表示データテーブ
ルに含まれる複数の可変表示データの中から、可変表示データを選択する可変表示データ
選択手段（例えば、ランダム４の値に応じて、変動パターンテーブルを参照して、変動パ
ターンを決定する遊技制御手段）とを備え、可変表示データ選択手段は、遊技演出を行う
際に特定有利状態であるときと特定有利状態でないときとで、共通の可変表示データテー
ブルを用いて可変表示データを選択する（例えば、遊技制御手段におけるステップＳ２０
４を実行する部分）ように構成されている遊技機。
　そのような構成によれば、識別情報の可変表示の可変表示時間及び表示態様の選択の割
合が、特定有利状態である場合と特定有利状態でない場合とで変わらないようにできる。
そのため、識別情報の可変表示の可変表示時間及び表示態様の選択の割合によって、遊技
者に特定有利状態であるか否かを認識されてしまうことを防止することができる。また、
特定有利状態である場合と特定有利状態でない場合とで、可変表示データの選択に用いる
可変表示データテーブルを別々に用意する必要がないので、記憶すべきデータ容量を低減
することができる。
【０２４８】
（５）開始時特定有利状態報知手段は、特定有利状態となる旨の報知を開始した後、最初
の特定遊技状態への移行まで、所定の報知を継続する（例えば、遊技制御手段におけるス
テップＳ７４ｂ，Ｓ７４ｃを実行する部分）ように構成されている遊技機。
　そのような構成によれば、特定遊技状態に移行されたあとは遊技状態を遊技者が認識で
きないようにすることができ、遊技者の遊技意欲を維持させることができる。また、特定
有利状態復旧報知手段による報知を消すと、遊技状態が認識できないようになるので、特
定有利状態が維持されていることが認識可能な状態で特定有利状態復旧報知手段による報
知を消すことができなくなり、遊技店の開店時に不正に特定有利状態に移行されている状
態とされることが防止される。
【０２４９】
（６）所定の移行条件の成立により、通常状態であるときに比べて識別情報の可変表示の
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可変表示期間を短縮する状態である時間短縮状態（例えば、時短状態）に移行させる時間
短縮状態制御手段（例えば、遊技制御手段におけるステップＳ９９ｂを実行する部分）と
、所定の移行条件と特定移行条件とがともに成立したときに、特定有利状態に移行させる
有利状態優先制御手段（例えば、遊技制御手段が、ステップＳ９３ｂを実行し確変フラグ
をセットした後に、ステップＳ５７，Ｓ５８において大当りとする確率を高めた状態で大
当り判定を行う部分）と、有利状態優先制御手段が特定有利状態に移行させるときに、時
間短縮状態において実行可能な識別情報の可変表示の回数である可変表示可能回数（例え
ば、時短回数カウンタにセットされる時短継続回数）を設定する回数設定手段（例えば、
遊技制御手段におけるステップＳ９４ｂ，Ｓ１００ｂを実行する部分）と、識別情報の可
変表示が実行される毎に、可変表示可能回数を更新する回数更新手段（例えば、遊技制御
手段におけるステップＳ７８Ａ，Ｓ８５を実行する部分）とを備え、時間短縮状態制御手
段は、終了条件判定手段が特定有利状態の終了条件が成立したと判定したときに、可変表
示可能回数が時間短縮状態において識別情報の可変表示を実行可能であることを示す実行
可能回数であることを条件（例えば、時短回数カウンタの値が０でないこと）に、時間短
縮状態に移行させるように構成されている遊技機。
　そのような構成によれば、遊技者が特定有利状態が終了する時点を把握することが困難
になって、時間短縮状態への移行時点や時間短縮状態の継続回数を遊技者が容易に把握で
きないようにすることができる。
【０２５０】
（７）遊技制御の実行状態に応じた遊技状態を示す遊技情報を試験情報として作成する試
験情報作成手段（例えば、ＣＰＵ５６におけるステップＳ３２を実行する部分）を備え、
試験情報作成手段によって作成される試験情報（例えば、試験信号）は、特定有利状態に
関わる情報（例えば、確変状態であるか否かなどの情報）を含み、試験情報作成手段によ
って作成された試験情報は、あらかじめ定められた出力部材（例えば、試験端子基板、試
験信号出力用の端子あるいはコネクタに接続されるコネクタ）を取り付けることによって
、出力部材を介して出力可能に構成（例えば、試験信号処理用のコンピュータに対して出
力可能に構成）されている遊技機。
　そのような構成によれば、外部から不正に試験情報を取り出す行為を防止できる。その
ため、不正に取り出した試験情報によって、遊技状態が特定有利状態であるか否かを認識
されてしまうことを防止することができる。
【産業上の利用可能性】
【０２５１】
　本発明は、各々を識別可能な複数種類の識別情報を可変表示可能な可変表示手段を備え
、あらかじめ定められている可変表示の実行条件が成立した後、可変表示の開始条件の成
立にもとづいて識別情報の可変表示を開始し、複数種類の識別情報の可変表示の表示結果
が特定の表示結果となったときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に移行させ、特定移
行条件の成立により、識別情報の可変表示の表示結果を特定の表示結果とする確率を、通
常状態であるときに比べて向上させた状態である特定有利状態に移行させるパチンコ遊技
機等の遊技機において、特定有利状態に対する遊技者の興味を向上させ、遊技者の遊技意
欲を維持させるために適用することができる。
【符号の説明】
【０２５２】
　１　　　パチンコ遊技機
　８　　　特別図柄可変表示器
　９　　　可変表示装置（飾り図柄表示装置）
　１４　　始動入賞口
　１５　　可変入賞球装置
　２１，２１Ａ　　ソレノイド
　２３　　カウントスイッチ
　３１　　主基板
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　８０　　演出制御基板
　１００　演出制御用マイクロコンピュータ
　５６０　遊技制御用マイクロコンピュータ
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